
6.前提を変更 した場 合の試算

6-1前 提を変更した場合の試算 (厚生年金 )

①給付水準 (所得代替率)の見通し
前提を変更した場合 (総括表) 【厚生年金】

年度
(西暦)

基本ケース

A出 生 の 期 l●lか変期 した場 富 り ,`Lの 剛 l●l刀 変` 期 し た 物 百 し 総 辞 r・J姜索 刀 変ヽ
「

J」 した 物 営 υ 出こ の期 国と栓 済 tr・J晏系
が同時に変動 した場 合

経 薔 菖 持 1,E,1準

`【

イ市

ッ

Ｚ

Ｚ

ン
２

２

И
２３

”

2011

2012

2013

2014
2015

623
61フ

60g
601

623
617
60g
601

623
61ワ

608
601

023
617
609
601

623
623
623
620
6112

2016
2017

2018
2019

b8:

58`
57〔

57〔

57`

587
581
575
570

584
578
574
571

59`

59〔

58'

57`
57:

56(

56(

57,
574
571

568

57,
572

56'

562

53〔

53`

521
51[
51C
506
499

“

０３

０３

０３

”

50U
503
501
501
501

510
507
507
507
507

3

501
501
501
501
501

401

46(

46(
46(

46(

480
475
471
471
471

“

０４

０４

０４

０５

46(

46〔

46(
46〔

46`

523
523
523
5,コ

471
471
471
471
471

436
431
431
431

《参考 :変更する前提について》

A出生の動向が変動した場合
・加入者数見通しの前提となる将来推計人口を

ア 出生高位・死亡中位ケース

イ 出生低位・死亡中位ケース

に変更 し、それに対応して加入者数の見通しを変更

B死亡の動向が変動した場合
・加入者数見通しの前提となる将来推計人口を

ア 出生中位・死亡高位ケース

イ 出生中位・死亡低位ケース

に変更 し、それに対応して加入者数の見通しを変更

同時に老齢年金失権率及び遺族年金失権率 (死亡分)の 改善の見込み方を

ア 将来推計人口における死亡高位の死亡率の改善を反映したもの

イ 将来推計人口における死亡低位の死亡率の改善を反映したもの

に変更

C経済的要素が変動した場合
・経済的要素 (運用利回り、賃金上昇率、物価上昇率)を 以下のとおり変更

ア 経済高位ケース :2020年 度以降について、運用利回り42%、 賃金上昇率29%、 物価上昇率¬ 0%
イ 経済低位ケース :2020年 度以降について、運用利回り390/● 、賃金上昇率21%、 物価上昇率1 0%

(2019年度以前の経済的要素については本文参照)

D出生の動向と経済的要素が同時に変動した場合

ア 将来推計人口の出生高位・死亡中位ケースに対応した加入者数の見通しに変更し、

経済的要素を経済高位ケースに変更

イ 将来推計人口の出生低位・死亡中位ケースに対応した加入者数の見通しに変更し、

経済的要素を経済低位ケースに変更
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年度
1西 暦 )

基本ケース

夕

`Lの
卿

pl刀 変ヽ 期 し た 場 t

ア 出年 高位 イ タ
`奮

低位

百万人

27[
百万メ

27(

百万メ

27( 私
笏
２８９

百 万

２７

¨

百

2011

2012
2013
2014

303
316
325
331

300
31C

326
331

302
315
324
329
336

2016
2017
2018
2019

353
352
353
354

353
354
354
357
357

353
354
354
357
357

2031

2032
2033
2034

3フ (

37`
37(

37(
37,
37(

37(
37乏

37(

376
379
381
382

37`
37(
37`
3フ (

37(
372
37(

383
382
381
379

361
36(
36′

36(

378
376
375
374

34フ

34t
343
341

37`
37(

36〔

36i

36:

337
334
331
329

339
337
334
331

331

33`
331

2067
2068
2069

326
322
319
015
312

326
322
319
315
312

33(
33(
33:
321
32(

2072
2073
2074

2075

321
316
312
308

2076
2077
2078

2079

276
2フ 1

26,
262

231
227
224
220
216

253
249
245
241
23,

2091

2092
2093

22

21

21

21

２‐

知

２。

２。

一

20C
20〔

19C
19(
19C

229
227
225
223
221

18〔

18乏

17C

17〔

171

2101

2102
2103
2104
2105

19〔

187
18`
18`

17C

219
216
214
212
210

②被保険者数の見通し
前提を変更した場合 (総括表)

③受給者数の見通し
【厚生年金】    前提を変更した場合(総括表) 【厚生年金】

年度
(西暦 )

基本 ケース

ヽ 出生 の動 同が変動 した場f 死亡の動向が変動した場そ

ア タヒ
=呂位

2009
百万人

344
百万ノ

34`
百万ン

34 私
３４４
３４５

百 百万メ

34`

2011

2012
2013

2014
2015

348
348
347
346
346

341

341

34:

34

34(
2016
2017
2018
2019

345
344
342
341

345
344
342
341

344
343
341

32〔

32(
32〔

321

330
328
326
324
321

311
31〔

30(
304

31`
31`
311
30う

29`
29こ

291
28ラ

29(
28:

27(
27`

０４

０４

０４

０４

０４

251
24[

244
241

24(
23(
23つ

221

251
24フ

244
24C
23フ

234
231
228
224

230
23C
227
224
221

218
21 5

211
208

20:

20(

191

19(

19(

18

17

17

17

16

18'
184
181
178
17t

218
21C
214
212

15£

15(
15(
14〔

18〔

18:

18,

17(

17(

17(

161

16(

14(

14(

14(
13〔

18〔

173
171

168
166
163

16(

151

15(

15`

15:

13(

13(

12〔

12〔

12イ

16(

15(

15〔

15(

161

159
156
154
15,

191

19C
188
18,

185

12,

12(
11〔

11(

1(`

14(

14:

14〔

14`

14`

15(

14(

14(

14(

14:

14

13

13

13

184
182
181
179
17ε

11`

11(

,0〔

10(

141

139
13フ

135

13:

13(

121

121

121

17

17

17

17

17

13`

13(

121

121

12:

16S
16〔

16(
16[

9′

9(
91
3(

2

1

12

12

12

11

11

2101

2102
2103
2104
2105

11

11

,1

11

16,
161
16C
15ε

15ラ

8(
8(
8Z
8`
81

11(

11,

111

1 1

11(
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6-2前 提を変更した場合の試算(国共済+地共済)

①給付水準(所得代替率)の見通し
前提を変更した場合(総括表) 【国共済】

前提を変更した場合(総 括表) 【地共済】

年度

基本ケース

A出 年 の動 同が 変動 した場 合 C経 済 的姜 桑 が変 動 した場 合

が同時に変動した場合

イ タヒtt位 イ 経 済 1■位 ア 出生島 1立

経済恵位 JOき ,ごFイ饉イ|ケ

2010
ツ
“

ツ
鍼

ツ
略

ツ
＆

％
”

ツ
“

ツ
“

2011

2012
2013
2014
2015

581
5フ 1

56(
56:
5ら

'

582
582
577
569

582
582
582
582
579

2016
2017
2018
2019

54(
54(
53(

500
55フ

554
551

528
526
524
522

541
53C
53,

52ワ

523
518
514
511

537
535
533
531

52〔

52(
51(
511
51:

520
51 フ

52C
51ε

51こ

521
51(
511
50〔

1

521
519
516
515
515

50'
504
501

49`
48i
48:
47(

51

51

51

51

47〔

47(
46`

46′

481
4フ ラ

473

481
431
481
481

51

51

51

51

461
461

461
461
45'
454
454

449
445
441
43フ

年度
(西医 )

基本ケース

A出 二 の動 同 /11災 動 した場 鶴 C経 済 的要 索 か変動 した場合 υ

“

生 υ′期 ●lと 確 済 lr・職 索
が同時 に変動 した場 合

ア 出 生 高 1■ イ 出生低 1■ ア 死 亡 高 位 イ 死亡1■位 ア 経 済 高 位 イ 経済低i立 ア 出生高 位
経 書 意待

イ 出 年 lL位
経 藩 lft侍

561 56, 561 50

2011

2012

2013

2014

2015

567

561

567
561

554

54フ

542

56i

561

55`

54;

54(

56)
561

554

54フ

540

554
547

540

56i

56(

55,

54:

561

561

561

56`

551

2017

2018

2019

2020

53`

52〔

52`

51〔

511

532

527

520

521

519

551

545

539

534

53C

542
540

537

535
533

527
525

523
521

519

50(

50〔

50(

491

49〔

521

519

51フ

515

51 3

50ヽ

50(

50(

501

531

52`

52う

52(

504

502
500

49フ

495

51

51

51

51

49〔

491

48〔

48(

511

509

507

504

49う

49(

49〔

49(

50'

50(

501

50(

521

519

517
515
51 2

2031

2032

2033

2034

492
489

486
482

479

50(

50(

50乏

50,

50`

431

47,

474

47C

46`

48`

4フ

`47:

4フ

`

49(

49`

481

48(

48:

48,

484

481

47,

473

51(

50(

50,

50〔

50,

47`

47(

46(

46`

502

50`

50,

50`

50,

43〔

481

48〔

48〔

4フ

47

47

47

47

469

46t

461

45[

454

45`

45(

44(

44`

43〔

2041

2042

2043

2044

2045

4フ

47

47

47

47

50`

502

502

502

50,

47(

47(

47(

47(

47(

2046

2047

2048

2049

47(

47(

47(

47(

47(

50,

502

502

502

44(

44(

44(

44(

44f

4フ G

47C

476

476
476

44(

441

44(

44(

44(

０

０

０

Ｑ

α

41「

41(

41(

41(

41(
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②保険料率の見通し
前提を変更した場合 (総括表) 【国共済+地共済】

年度
(西 暦 :

基本ケース

A出 生 の 動 向が変 動 した場 合 じ タヒIIの 動 同か 変 動 した場 合 C経 済 的姜 索 が 変動 した場 合 υ

“

生の期 nl`確済 Ir・
j安 禁

が同時に変動した場合

出 工 局 1エ イ 出生 低位 /タヒ亡 高ロ ア 経済高位 イ 経済低位 ア 出生肩 位
絡 書意 什

イ 出生低位
継専イr4イア

15501 1550` 1550(

ヮ

Ｕ̈Ｉ 1550〔 1550〔

”

０１ 1550F 1550〔
2011

2012
2013
2014
2015

586:
621(
657(
692`
727:

15862
16216
16570
16924

1586,

1621(

1657(

1692`

1フ 27〔

1621(

1657(

1692`

17271

1586`
1621〔

1657(
16924
1727f

1621(

1657(

1692`
17夕 71

1621(
1657(
16924

2016
2017
2018
2019

17631

1798(

1834(

1869`

17632
17986
18340
18694

1フ 63:

17981

1834(

1869`

17632
17986
18340
18694

1798(

1834(

1869`

1904(
401

75(

19(

19〔

ｍ

“

‐９

■

”

1940′

1975(

19(

19〔

1975G
201
201
201

”

‐９

‐９

」

∞

‐９

Ｅ

‐９

1940:
1975(

19(

19〔

”

Ｌ

‐９

旺

‐９

1975(

19(

19(

19:

191

191

19(

19:

19(

19(

19〔

,9ξ

201
201
201

9(

9(

9`

9(

9(

9(

9(

9(

91

9(

201
201
201
201
201
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年 度

基本ケース

死亡 の動 向が変動 した場雀

ア 出 工 呂 1ユ ア タじE呂 恒 イ タヒ亡世位

2010
や
蠍 390( 390: 390`

2011

2012
2013
2014

385`
3.79`

3,731

368:

3,79`

3,73(

3.68`

3.85:

3.79`

3,73

3.68:

3,85(

3,79〔

3,73〔

3,68〔

2016
2017
2018

2019

3.57(

3.551

3.52〔

3.608

3.578

3.551

3.525

3501

3.608

3.578

3.551

3.525

3.60(

3,571

3.55(

3.52`

3.45t

342,

3,39C

3.459

,.435

3411

344〔

3,411

3,38[

3,47`

3.45C

3,42ε

3.401

3.34:

3.31(

3.2'(

3.23i 3.27(

3.31]

3.28(

3.241

3.191

3.16{

3.121

3.07(

3.02〔

321:

3,17(

3.13C

309`

311(
3.00`

3.012

2959

3.16t

3.11(

3072
3024

3.171

3.12E

3.078

3,031

2,92`

2,86(

2.81Z

2.761

271(

2.84:

2.78`

2,72`

2.66(

26:`

2.921

286t
2,81C

2,フ 58

271C

2.92〔

2.87(

2.811

2:76`

271(

2.51(

2′ 46`

2.42(

238〔

2.62(

2.58:

2.54`

2046
2047
2048
2049

2.471

2,441

2,401

2.37

248
2.441

2.411

2.37`

2.27

2231
2,201

217(

2,502

2478
2.454

2.432

2411
‐４

「

０８

０５

”

2.150

2,123

2.090

2.001

2031

1 964

1.931

1.899

2.282

2,26C

2.23'

2,21モ

2.192

2066
2067
2068
2069

2.171

2,15C

2.13C

2.111

1,bU3

1.546

1511
1,4フ G

1443

1,039

1809
1,779

1,751

1 723
４‐

３８

３５

３３

３‐

.47〔

45(

,43'

,41〔

401

1911 1.186

1.167

1,148

1.129

1111

1,47

1,45:

1.43`

1,41(

139:

1,379

1.361

1.344

1,326

129`

1.27

1.251

1.241

1,291

1.273

1.25掲

1.239

2096
2097
2098
2000

l,205

1.189

1,173

1.15フ

1141

2101

2102
2103
2104
2105

，
１

‐
１

１

・
０

０

1.61(

1.60`

1591
1.57e

1,12(

|.11,

1.09i

l.08`

107(

③組合員数の見通し
前提を変更した場合 (総括表)

④受給者数の見通し
【国共済+地共済】    前提を変更した場合(総括表) 【国共済+地共済】

年度
面 慶 ヽ

基本ケース

死亡 の動 向が変 動 した場 f

ア 出生高位 出 年 1,恒 ア タヒ亡局位 イ 死亡1■位

2010
千メ

393( 393( 393C 3931
2011

2012
2013
2014
2015

4.201

4.218

4.345

4,201

4,218

4.345

4470

4,201

4.218

4.34[

4.06C

4,19ワ

4.214

4,33C

4,203

4.221

4.349

4475
2016
2017
2018
2019
2020

4.53〔

4.64C

4,574

4,41`

4,52(

4.62(

456(

4.42C

454Z
4.64(

4.58t

2021

2022
2023

4,754

4,671

4,749

4,822

4728

4,75“

4671
4.749

4822

4671
4,フ 49

4,822

4.736

4651
4,728

4.798

4703
484(
4フ 51

2026
202フ

2028
2029'

4815
4.855

4.904

4811
4.87:

4,911

4.9フ (

5.042

5084
5,120

5157

5,034

5.081

5126
5164

5,195

5.237

5,196

5.238

5,273

5.300

5308

519〔

5.23(

5,271

5.298

5,180

5.212

5.235

４

Ⅸ

２

，

７

０４

０４

０４

０４

ｍ

5,30`

5.29:

5.28〔

5.27C

5.305

5300
5,290

5,272

5.22(

5,201

5,18(

5,371

5369
5362
5348

2050

5.221

5.201

518`

516:
514`

5.23

5201

5,18

5,161

5,22(

5,20(

5,18(

515(
513:

5.13'

51lC
5,08:

5061

5,12:

5.10(

5,07:

5,05(

5,121

5,101

5,08`

505:

5,111

509`
5,07(

5,04`

501`

5015
4991 520〔

5,18〔

5.16(

5,00:

4,97(

495(
4,92(

4.851

4.822

4.790

4764

4.82(

4,79`

4,76(

472(

4.841

482(
479(
4フ 6`

4831
4.79〔

4,76`

4.72i

4,70(

4.67:

4.64`

4,93(

4901
4.87:

4.691

4.654

4,615

4.574

4.734

4,700

4,671

4637

4.57(

453(
450(
4.46(

441(

480(
4フ 6(

4,72:

468(
464(

2071

2072
2073
2074

4.44(

4.39(

4341

4.35(

4.30〔

424〔

4.37:

4,33(

4.28(

423`

4.55(

450(
445(
440(

2076
2077
2078
2079

4,18;

4.13(

4.07(

4.36:

432(
4.27(

4.22(

4.12〔

4.06(

4,001

393〔

3.95フ

3.901

3845
3.790

4081
4,04`

3.99(

374(
3.67〔

361`

3.791

3.736

3682

3.68`

363:
3.581

3,53(

3.915

3875
3.886

3,797

3.3フ

`3.31(

3.577

3.525

3.475

3.425

3375

3,735

3683
3.632

3581
3,72(

3,68`

3.64(

3.61(

3.278 3.479

3.429

3.380

3331
3,189

3.142

3.096

3.051

3.473

3,440

3407

2,91を

285〔

2.80(

2,74:

269(

3.280

3.235

3,188

3141

2101

2102
2103
2104

2,91(

2,87(

2,82(

264`
2.58(

2.53〔

2.48Z

2,871

2.828

2,フ 85

2,742

2700

3.041

3.00〔

2.95`

290(
286〔
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6-3前 提を変更した場合の試算(私学共済)

①給付水準(所得代替率)の見通し
前提を変更した場合 (総播表)

年度
(西暦 )

基本ケース

A出 生の動 向 が変動した場合 B死 亡の動向が変動した場合 じ 槍 済 lr・ 贅 素 刀ヽ
炎 期 した 場 宙 D出 年の動 FHlと維済網晏索

が同時に変動した場合

/出 玉 呂 恒 %L局 肛 タヒElゝ位 ′ 維 力彎高 1エ イ 経済lL位

2010 フ

`

ツ

引

2011
2012
2013
2014
2015

57(
572
564
55う

57
57

57
57
56

5フ 1

57(

57(

57(

2017
2018
2019

541
53`
53`
52(

54ξ

541
539
53.G

544
53ε

534
532

554
551
548
546

02t
523
521
519
517

516
514
512

528
525
523
521
519

51〔

51`
51(
50〔

528
526
523
521
519

51 7

515
513
510
508

531
529
527
525
522

491
48,
480
479
475

50(
50〔

50`
49:

505
5012

498
495
491

519
519
519

47:
47(
46`
46:

47〔

47`
47(
46(

519
519
519
519
519

2041
2042
2043
2044

４

４

４

４

４

一

45[
45`
45`

519
519
519
519
519

471
47(
471
471
471

519
519
519
519
51 9

424
421
417
417
41フ

【私立学校教職員共済制度】

【私立学校教職員共済制度】

②掛金率の見通し
前提を変更した場合 (総括表)

度
暦

年
西

基本ケース

A出 生 の 期 同 か 変 動 した場 合 日 死亡の動向が変動した場合 C経 済的 妥 繁 が 変動 した場 合 υ rEELυ′剛 l●lこ 確 済 r・J贅 素

が同時に変動した場合

/tllttfEIロ ア タしE181位 %Eは ltl イ 積 済 lLlユ

1258` 253` 12531 12582
％

”

剛

＆

12931
13291
1364(
1400(

2931
3291
3641
400(

293〔

329`
364(
400(
435`

:293U
13292
13640
14000

12938
13292
13.646

14000

2016
2017
2018
2019

14′0{

1506`
1541(
1577(
1612`

470〔

500`
541(
577(
6 12`

470〔

506を

541(
577C
6124

14708
15062
15416
15770

470〔

506,
541〔

577(
612`

15062
15416
15770
16124

4708
5062
5416
5770
6124

1470B
15062
15416
15770
16124

1470〔

1506`
1541(
1577(
1612`

1647(
1683:
i,18(
1754(
1789`

647〔

683`
7 18(

754(
739`

6471
6831
7181

754(
フ89`

647〔

683`
7 18(

754(
789`

647【

683`
713(
754(
789イ

16478

6832
17186

17540

'7894

647〔

683`
718(
754(
7892

16478
16832
17186
17540
17894

16478
16332
17186
17540
17394

1860`
1895(
1931(

3241
8601
8951
9311
9661

18248
18602
18956
19310

1824〔

1860(
1860(
1860(

18248
18602
189o0
18900

18601
1895(
1931(

1940(
1940(
1940(
1940(

20011
2037:
2070`
2070(
2070(

1970(
1970(
1970(
,970(
1970(

910(
910(
910(
910(
910(

1860(
1860(
1860(
1860(

¬890〔

1390(
1890(

1940(
1940(
1940(
1940(
1940(

2070(
2070(
2070(

1970(
1970(
1970(
1970(

1910(
1910(
1910(

2000(
2000(
2000(
2000(

1860〔

1860(
1860(
1860(

1390t
1890(
1890〔

1890(

1900(
1960(
1960(
1960(
1060(

1940(
1940(
1940(
1940(

2070(
2070(
2070(

1970〔

1970〔

1970(
1970(

1910(
1910(
1910〔

1910(

2000(
2000(
2000(
2000(

1860(
1860(
1860(
1860(
1860(

S90(
890(
890(
890(
890`

1940(
1940(
1940(
1940〔

830(
830(
830(
830〔

830(

2070(
2070(
20,70(

2070(

1970(
1970(
1970(

1970(
1970(

1910(
1910て

1910(
1910(

2000(
20,00(

2000(
20.00(

2000(

890(
890(
390(
800(

-179-



年度
(西 暦 )

&+,r-7
ヽ 出生 の動 向が変 動 した場合 う タヒ‐ の 期 plか 尖 刷 しT_場 毎

ア 出生 高位 イ 出 年 1=位 イ タヒ亡世位

2010 47051( 47213` 46864Z 470511

2011

2012
2013
2014

459′ 10(

456.251

452.091

449131

467.89`

464,63(

462.651

459,13'

456901

459,72(

451,971

447.781

442,79(

43914(

464.17`

459.09(

456.231

452,07`

449 1lZ

464.20〔

459,12(

456.27〔

452.12`

44916[

2016
2017
2018
2019

445,76(

441,42(

43フ .47(

432.29(

450.85(

447.84(

443.67(

43782(

430.47,

426.22Z

420,65,

41339〔

445,733

441,385

437.440

432255
425391

445,フ 9,

441,45(

43フ .511

432,33,

42548(
2021

2022
2023

418.36(

409.491

399,89`

391.61(

38321(

425,07`

4'7,651

412.26(

405.フ 9う

395,402

383.81〔

373.034

359782

418,310

409,434

399.825

391,537

418.412

409.56`

399,95(

391,69`

373653
365.285

355,806

347,642

403.フ 6i

399,83:

394.21(

388.65(

330,91:

316,76(

305,99`

373.548

365.175

355,690

347.521

373,74:

365,391

355.911

347,75(

2031
2032
2033
2034

327.45(

321,69(

316.35(

31134(

370.380

3フ 5.596

372,229

869,140

289,12(

282,03(

275,72`

270.00,

033.54`

327,32(

321.56'

316.21t

31120,

333,78`

327 5SC

321,81'

316.47,

311471
０３

０３

０３

０３

０４

306.611

0,2.12(

297.831

293.731

363.42`

360.66`

357.93〔

355.24:

3525フ〔

260,207

255,フフ2

251569
247.549

306.476

301.98C

297.69C

293.590

306713
302,251

297.968

293,876

282.50(

27903
2756ワ〔

349.94

347.311

344,68

342.021

239926
236.275

232,707

229196

282343
278879
2フ 5.517

28264`
2フ 9,18:

275,82:

269.10`

265,81(

262,461

25901(

333.691

330741
327.フ 01

218,70(

2'5,08〔

211.34(

20744〔

265,644

262′ 289

258.844

269,257

265,969

262.618

259181

251,フ 5(

247.92:

243.951

239.87:

235721

32,35
318.061

314,72【

311,36(

307991

199,13`

194.72(

190.18

18553

251.579

247.フ 37

243768
239,691

235531

251.921

248.006

244.124

240048

231.524

227,321

223.155

210.066

215084

301.35(

298.12〔

294.98:

29195(

180,84(

176.18:

171.59(

167.13,

16286(

231300
227.128

222960
218,869

214888

231.69`

227.49〔

223,33を

219,241

215267
211.231

207.54(

204.03'

200.68〔

19751〔

280,25(

283.59(

281.06`

154,981

151,408

148086

21103C
20フ,34(

20383(

21141〔

207`72〔

204.211

200.87(

194.5:[

191.6フ

`133.981

186.41〔

276.33(

2'4.1'(

271.96`

269,87(

142154
130.513

13706C
134.768

132611

94314
91.471

88、 778

86.221

83776

194691

19135`

189,16`

186.60(

181.63(

179374
177.184

175,041

17293'

263.342

261866
259,887

257894

128599
120,692

124.830

122991

81,43(

79、 171

フ6.97ラ

フ4.84C

72737

181,811

179.551

'フ

7.361

175,221

17312
170.83(

168.78ヽ

166.72`

164,64`

2558'(
253,84(

251.77`

249`6フ 〔

1.165

9,333

7.491

5,634

フ0,65(

68.53(

66.52(

64.44`

171.041

168.971

166,90`

16483

158.33:

156.18(

154,03(

15186(

243.241

241.06C

238.881

11,84`

09,91,

07.961

05,99t

160.25:

158,12(

15598(

150.82(

15166

158.51

156.37(

1542,1

152041

:47.528

145.374

143.24フ

141 148

232,37,

230.25ラ

228175

10204t
10009`
98,15,

96.251

149491
147,323

145,173

143046

39.094

37.092

35,42
33.258

31435

224,15(

22221(
220.33(

21851:
21675`

92.002

90.86ε

89,20,

8761〔

138.897

136,892

134,943

133061

3927(
3727`
35311
33.43(

3161(
215,04(

213,38【

211,76(

210.19〔

84.65C

83.285

81,99“

80,76C

129,482

12フ ,797

126.176

124,617

29,85:

28.16(

26.541

24.98(

2101

2102
2103
2104
2105

21.86:

20.46

19,10(

17.フ8(

16491

207.150

205.664

204,194

202.736
201285

7848遇

77.424

76.401

75,41C

74449

121.671

120,269

18,916

17.594

16305

22,03`

20.63`

19.27:

17.95(

1666〔

③加入者数の見通し

前提を変更した場合 (総括表)

④受給者数の見通し

【私立学校教職員共済制度】    前提を変更した場合(総括表) 【私立学校教職民共済制度】

年度
(西 暦 )

基本 ケース “

生 の 動 lnI刀 家ヽ 期 し7_りヽ 5死 亡の動 同が変動 した場 毬

ア 出 生 局 1立 イ タしE憶
`立

5,160 5,160F 2153( 521 721

201,

2012
2013
2014

543.67ε

567.521

568.25こ

594.13C

62240こ

543.701

567.585

568.375

594,340

543,65(

567.44(

568.10(

593.891

567.294

567.925

593.673

621821

567,81(

568,68(

594.69;

6231ク [

2016
201フ

2018
2019

650.42(

681,801

677.12(

708111

620,44〔

650,86(

682.31ξ

677.71(
708812

619,67(

649,90(

681,18`

676.42(

70730

619350
649,494

680.615

675.713

620,98(

651,51(

683:09(

67866`

2021

2022
2023
2024

738.784

731.831

760,464

788.86C

778914

フ39,634

732,78'

761.634

790,298

′37.82`
730.フ 01

759,20,

787,331

736,760

720.505

757,796

785,804

734、21'

763.21〔

791.96〔

フ8238`
2026
2027
2028
2029
2030

833,163

859.202

886.092

912337

808.413

835.579

862,191

889,728

804.39`

830.62〔

856.031

882.20(

90765`

802.637

828930
854.517

880.943

810,2フ
`

837,39ε

863,82C

891,164

91786'
935.815

962.389

987.980

1′ 012,801

968,11`

994.53(

1.020,26:

930.401

956.281

981.07,

1.005`01〔

929.685

955730
980,786

1.005,011

1029990

94132〔

968.882

995,021

1,020.37〔

1048542
1.064.85(

1000,74〔

1.114.77(

1,137.98:

,074.32`

101.22(

126,42(
150.00(

17519【

055,31(

030.39〔

,103.42〔

125,55(

14736r

1081.07〔

1,104.382

1,126.86C

.070,01:

.100.1フ

124.87(

.148,321

17251(
184.16(

208.3,(

228,34〔

247,14〔

1,199.730

1.225,181

1,246,820

1,267.400

1286963

1.169521

1.192631

1.211.351

1228,641

124473

.171,391

.194.61(

.21368(

,231.491

24f1201

.196.612

.221′651

.242.64C

.26240く

284021

.303.021

3.16.831

.329.201

1,307.904

1.323,718

1.344.821

1,359.776

1372531

1262.35

1279.00`

1,291,671

1.301.711

.266.281

284.24,

.296.95`

、308.21(

3'718:

.301.32:

.321.411

.336.28`

,340.76`
360B5:

.348.111

,349,44(

,346.03,

.341.00(

|、384.003

.387.968

.387.372

.386.538

1,315,80

1314.88:

1.303.501

1300071

.325,07C

325,391

321.019

315.03C

307147

370,75〔

.373.04(

.370.62(

.366.52【

36043〔
325.40,

,314.86`

302.55(

.280.49(

373667

.372.05【

.364,04〔

,35454(

1,277.321

1.263,46(

1.247.55(

1229,691

121005〔

.297.76:

.28656(

.273.68(

.269.16(

24307(

.352.60(

.342.77を

.33102〔

.317.43〔

30215'
,215,741

,237,951

.219,12:

100.08(

.331.521

.318,72(

305.294

.290,95〔

188.966

167.290

144.161

119,59ι

.225,655

.207.531

,188.395

,168.1'4

14フ 036

.285.46(

.267981

,249,45,

.229.67(

20900,

.156.231

,134.15(

111.65`

.088.66`

.259,76[

24341`

.226.93`

.210,09e

1.067.574

1041,30C

1014.383

986.871

.124.92(

102.74(

.08018〔

.057.1'(

03431〔

187.201

16526〔

142.83t

l19.861

1042.32`

1,019,101

996.18:

973.45(

175.901

158`44`

141.101

12384

931.98(

905,051

878,75(

852.88i

1.010997
987.950

965.262

942.336

0フ3.43(

.050,071

,026961
003,96`

981201
92909:
90フ .75(

38702:
86691(
84747(

.089,97:

073.61'

l157.001

.042141
02'06:

802,89:

779,07〔

750001
733,88:

899,291

878442
853.248

838.7●●2

937051
915,831

895,141

828701
810`95:

79401(
フフフ

`871

10,2451
99864(
985.44:

9フ 2.331

69191`
67252(
654.11(

636.62(

301.932

784,918

768.737

753390

855`57(

837,10{

819.42`

802.51:

78622:
747681
734,028

721,095

708.843

697181

949.14`

938411
92823(
918,53(

90937(

604,031

589381
575.57(

5″.55`

55019:

′24`845

711.986

699716
688.140

756.20`

742.50`

729.52`

71716
686.461

676.376

666.596

657.121

647908

900,9フ
`

893.06(

885301
877.75:

87037`

523.37`

518.25,

50849〔

666.92(

657.30〔

647.951

638.874

705.88(

695,33:

685,10(

675,19(

2096
209フ

2098
2099

630.19〔

62166〔

613.32(

863.16:

856.081

849′ 12(

842.27:

481、 133

472591
464.303

456220

621,414

613.008

604755
596.670

388601

647.18`

63834`
629.73〔

2101

2102
2103
2104

597,017

589,058

581,222

573,488

828.76

822.07`

815,44(

30886(

448,31(

440.591

433.03`

425.591

41828`

573,051

665.38〔

557.792

55027〔

612.97フ

604.823

596.821

588.911
581129
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6-4前 提を変更した場合の試算(国 民年金・基礎年金)

①基礎年金拠出金単価の保険料相当額(月額)の見通し
前提を変更した場合(総括表) 【基礎年金】

年度
(西 暦 )

基本ケース

A出 年 の 動 同が変動 した場 合 B死 亡 の 動 向が変 動 した場 合 C経 済 的要 素を変更 した場 合 D出生の動向と経済的黎素を同時に変更した場雀

ア 出生高位 イ 出生低位 ア タヒ亡 高 位 イ 死 亡 低位 確 済 呂 1エ イ 経済低位
経 落 富 持

イ 出生低位
経済低位

2009
2010

「
13.65〔

Ｆ
駅

“

3,659

8952
13639 13,67( 3.65(

395を

ト

デ

“

3.659

3952
13.65(

2011

2012
2013
2014

4.491

5,075

5.463

5,695

5800

４
，
５
．
５
，
■

５

15,004

15、 374
15.590

15682

4.54:

5,14(

5.54,

5,791

591【

4.491

5,061

5.404

5.568

5638

4.491

5,061

5,404

5,568

14,52(

15,19i

15,88(

16.31(

1654(
2016
2017
2018
2019

5,91(

5,764

5,859

5,901

587う

5,916

5,764

5,859

5,901

10,91(

15,フ 6`

15.85〔

15,901

15877

15,782

15,617

:5.694

15,720

6,05:

5,91`

6.02(

6.08:

607:

15,746

15.564

15.669

15,704

10`031

16,591

16.57(

16.56`

1653`

15,74【

15.564

15.66〔

15,フ OZ

6.59(

6.57(

6.56:

653`
5,77(

5.66(

5,57〔

5,52(

547【

15.661

15.571

15.52(

5.561

5,441

5,34

5,271

521

15,51C

15,37C

15,244

15.161

6.47(

6,391

6.34(

6.32`

15,37(

15.244

15.16C

6、47(

6,39〔

6.34(

6.32(

630(
15,406

15,35フ

15,371

15,418

15,401

15,340

15,342

15,372

15,411

15,3フ 3

15,40こ

15474

5,132

5、071

5.073

5,107

5181

14,925

14.96ラ

15,047

1515f
15,60`

15,721

15.941

16.15〔

1562(

15,92(

16.31(

15,70:

15,85(

16,09`

16.331

1656(

5.264

5,372

5.57C

5,771

15.381

1558フ

15,793

15980

1654`
16.66〔

16.89〔

1712〔

1735(

b18:
5.411

5,79(

6.19(

658(
1554(
16,73〔

17.06`

17.46(

1フ 82〔

17.11(

17.52:

17.93(

18.32(

16.781

6,998

7.209

7.393

7523

6,97(

7.17(

7.37(

7.541

765`

0,15「

6.44`

6.85(

7.27:

764`

17.56(

17.78(

17.98(

18161

7.841

8.097

8、348

8.569

8735
18,13〔

18,42(

18.70`

18.96`

8.93(

9.171

9,40(

9.61(

7674
7,961

8.274

8575

8.46〔

8.75'

9.03(

9.301

953(

1フ ,791

18,04(

18.321

13.581

1881[

3.34(

8,91`

8,971

9.01(

０４

０４

０４

０４

“

19.401

19、 60{

19,79`

19.98`

19.929

20p52
20,176

20.292

20,382

19,74(

1993:
20,13:

20,32`

19,21t

19.40`

19.59〔

19,81(

1993(
2005:
20.16(

18,99〔

18.94モ

18,91Z

19.06〔

10,31

押２０．４４叩
２０，７‐卿一

20455
20.5:4

20.561

20,611

20472
20.671

20.882

21086

20,77(

20.901

21.03(

21 16(

19,91(

20.05i

20.19:

20.33(

20.31〔

20.46(

20.60〔

19.761

19,86(

19,961

20,39(

20.45:

20.501

19,39t

19.551

19,70(

19,85'

20.961

21,00(

21.23:

21.381

2155:

20.697

2072フ

20,765

2,27:
21.39〔

21.53:

21.68(

2058(
20,72`

20.86`

2101〔

!1.014

1、 161

11,321

11493

20.13(

20.231

20,33,

20.44〔

2061(
2064(
20,681

21,711

21,87`

22.03:

22、 181

2233

20、 868

20.885

20893
20887

22、 508

22.862

23.160

23.463

23761

22.150

22.311

22.464

21.34:

21,50`

21.65〔

21,30(

11.65「

11.82`

!1.98(

12.14: 21,06〔

20,79(

20,81:

20,821

21.122

21.351

21.584

21,822

22057

22.58

2267
22フ 4(

22.86(

22,94(

23.01(

2306:

22081
22.19`

22.27(

22.341

12,430

,2.550

:2.614

12,711

21.28〔

21,371

21,44`

21.491

2152`

20.81(

20.791

20,75(

20.70(

22.47'

22,61〔

22,72【

20.554

20,479

20,398

13.101

13091

13.06(

12.41〔

12,40`

12.37:

22,787

22,フ 98

22,784

22.753

21,54(

21,54′

21,52(

21,49〔

2145〔

22.30(

22.87`

22.821

0,149

0、 071

9.998

9932

22.971

22.9'C

22.848

22.772

1227(

12.211

12.15`

12,08`

,2.65ε

12.595

12.520

:2.46C

21,40(

21,34(

21.28〔

21.22(

22.66t

22.57`

22.47(

22.361

2229(
22,22`

2215(
22001

9.873

9,821

9,776

9,738

9フ 05

24.121

24,011

23.921

23831

22.62`

2255(
22.471

22401

22,251

22,18〔

22.121

21.086

21,020

20,954

2089,

19,30

19.75{

19,70(

19,661

22.041

21,98〔

21,94`

21.901

2186〔

9.679

9,658

9,642

0.630

9621

23.601

23.54〔

22.221

22.17(

22.12(

1.041

1.593

1.55C

l,510

1481

22,007

2195〔

21,91C

21.87`

2183〔

20,77〔

20フ 2`

20,67:

20,63(

19.611

19.591

19,57〔

19、 564

21,83(

2180(
21,781

21,75〔

2173〔

19.61(

19.61(

19.601

1960(

1959〔

23,44(

23.40(

23.361

23.32(

2328:

12.05ξ

12,024

:1.99う

!1.97〔

2,.808

21,780

21,756

21,733
,17ヽ ヽ

20,53(

20.51(

20,49(

19545
19.541

19,53フ

21,394

21.351

21.311

21,273

1,71(

1.68`

1,66〔

1,63を

1 59[

9,584

9.574

9,560

9544

23.19(

23.13(

2306(

21.92ε

21.904

21.87C

21.851

21,663

21,636

21.605

19,025

19.517

19.505

19,491

21.19(

21,14(

21.091

21.03(

2101

2102
2103
2104
2105

22.91(

22.81(

22.71(

22.601

21.18`

21,13,

21,08:

21.021

21,52:

21.48〔

21.43,

21.37(

2131(

20,30〔

20.262

20,21'

20.16'

9,432

9,406

9,3フ 9

20.891

20.81(

20,72(

20.621
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年 度 基本ケース

へ出生 の動 向が 変動 した場 合 lB死亡 の動 向が 変動 した

ア 出生呂慎 イ 出生13位

2009
2010

私
鰤
〕

百 百万人

381 私
３８‐
”

百 百万人

381
百万人

381

2011

2012
2013
2014

384
383
381
379

384
383
381
379

383
381
379
37,

383
381
378
377

2017
2018
2019

374
373
371
370

374
373
3フ 1

370

375
374
373
371

376
374
3`73
371

35【

352
34C

u4(
33〔

32(
32(

２ ９ Ｃ

２ ８ ５

２ ８ ‐

２ ７ ７

２ ７ ３

一

286
281
276
272

251
247
242

26:

25,

25`

24フ

243
240
23フ

23(
23(
221
22〔

231
22フ

224
221

21(
21(
20(

19e
180
185
181
177

21ワ

214
210
207

2067
2068
2069

234
232
230
228

207,

2072
2073
2074

224
222
220
218
216

154
151
14捏

146

2076
2077
2078
2079

171

16(

16,

164

214
213
211
209

13(

13(

13`

161

151

151

15`

151

12

12

12

12
12

161

159
157
155

119
117
115
113

14

13

13

13

13

12

12

12

131

129
127
126

2101

2102
2103
2104
2105

123
121
12C
ll t

ll)

122
121
11〔

11〔

11(

12

12

②被保険者数の見通し
○第1号被保険者数

、 前提を変更した場合 (総括表)

○第2号被保険者数

【国民年金】  前提を変更した場合(総括表) 【回民年金】

年 度 基本ケース 出 年 局 恒 イ 出生低位 ア 死亡高位 夕じEl彗 1ユ

2009
百万メ

19(

19

百万´

191

19

百万メ

191

191

私
‐９８
‐９‐

百

198
191

2011

2012
2013
2014
,015

18`

17(

17(

17`
17:

184
179
176
174
172

184
17Q
17G
174
17,

2017
2018
2019

17(

16(

16(

16〔

16〔

161
161

却

２。

２０

２０

”

16

16(

161

161

16:

2026
2027
2028
2029

16,

161

15C
15(
15`

16:

16(

151

151

151

14(

14:

14:

13〔

13(

136
133
131
128

10フ

129
126
124
121

10`
133
131
126

123
121
119
11 7

13C
129
12'
12C
124

119
11フ

115
110
11 1

12`

12:

12(

11(

11:

12

12

12

11

11

０４

０４

０４

０４

“

123
122
121
12C
,19

10〔

10`

115
114
112
111

111

11`

111

1 1

111

118
117
116
115
114

υ

Ｑ

０

０

０

113
112
111
110
108

9【

9:

9(

8(

０

０

０

９

０

80
84
82
81

じ6

84
80
01

2071

2072
2073
2074

64
6`
62
61

′9

78
77
75
74

2077
2078
2079

フ4

71
7,
71
7C

9〔

9`
92

9

フ3

72
71
70

82
81
81

79
79
78
7フ

7フ

210,
2102
2103
2104
2105

76
75
74
74

52
51
51

52
5,
51
51
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年度
(西 層 )

基本ケース ア 出生 高位 出 年 1基 恒 /タ ヒE呂 位

2009
2010

百万′

29
私
２９‐
獅

百 秋
劉
”

百 百万メ

29(
百万メ
29`

2

3

4

31乏

32,
33`

2016
2017
2018
2019

343
34ラ

351
354

“
３６

∞

３６

３６

36(

36(

37(
37`

36(

36(

36(

37(

36(
36(
36(

390
391

393
392
392
391

38(

38〔

38(

38(

37(
3フ

`

37:
37(

36(

36(

35(

2067
2068
2069

331
327
322
317

2077
2078
2079
2080

281
275
27C 26`

25(

208,

2082 277
274
271

256
251
24ワ

243

2096
2097
2098
2099

191

19(

191

2101

2102
2103
2104

○第3号被保険者数

前提を変更した場合 (総括表 )

③受給者数の見通し

【国民年金】  前提を変更した場合(総括表) 【基礎年金】

年 度 基本ケース

A出 生の動向が変動 した場合IB死亡の動 向が変動した可詮
ア 出 生 高 位 イ 出 生低位 ア タじ

=呂
位 イ タヒ亡低位

2009
2010

百万ス

10〔

百万ス

10C
101

百万人

103
101

百万人

103
101

百万メ
10(

2011

2012
2013
2014

10(

9(

9〔

9(

9(

9〔

9(

2017
2018
2019

8〔

8'
8(
8〔

81
79
78
77

75
74
73
71

7〔

7`

7(

7`

フ〔

74
7e
71

63
62
61

64
6`
6'
61

5(

5`

5`

5(

51
5C
40

4

4

4

53
52
52

4

44
4【

42
42
41

4

4

2076
2077
2078
2079

,

4

4

32
31
31
30

3(

3(

3(

3`

45
45
44
44

2(

2〔

2(

2〔

4

4

4

4

2(

2(

2:

3

3

31
31
3C
3C

41
41
41
4C

3

3

3

22
22
21
21

2101

2102
2103
2104
2105
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Ⅱ 基礎数口基礎率等

1.経済的要素の前提、労働力率等

1-1経 済的要素の前提

年度
r薔暦 、

経済中位ケース 経済高位ケース 経済低位ケース

物価上昇率 賃金上昇率 運用利回り 物4面 上昇率 1賃金上昇率 運用利回り 物価上昇率 管金上昇率 揮用利同り

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020以降

%

0_2

14

1_5

18

2_2

2.5

10

1_0

1.0

1_0

1.0

0/Q

34
27

2.8

26

27

28

2_5

2_5

2.5

25

2_5

4.0

Vol o/o

o.g | 4.3

r8i s.2

1.e | 3.2

2r I z.s

2.5 | 3.0

2,8 | s.1
I

1.0 I 2,9
I

1.0 I 2.9

ro i 2.s

1.0 I 2.9

r.o i 2.s

4_0

42

4_2

42

4.2

%
-0.3

-04

-0.4

-01

04

08

10

10

10

1_0

1_0

%

17

13

1_5

14

16

1.6

2.1

2.1

21

2.1

2_1

20

34

37

1-2労 働力率の推移と見通し

3

年

眸・年 齢

推計

平成 18年
r,ooA、

平成24年
(2012)

平成29年

(2017)
平成42年
r,o■ o、

男

性

15～ 19歳
20～ 24歳
25～ 29歳
30～ 34歳
35～ 39歳
40～ 44歳
45～ 49歳
50～ 54歳
55～ 59歳
60～ 64歳
65～ 69歳

164
691
939
965
967
970
969
957
932
709
476

184
748
957
970
982
975
979
973
951
776
510

194
778
963
972
987
980
982
978
963
848
5,■

200
313
966
975
989
984
984
982
979
966
A,0

女

性

有

酉己

偶

15～ 19歳
20～ 24歳
25～ 29歳
30～ 34歳
35～ 39歳
40～ 44歳
45～ 49歳
50～ 54歳
55～ 59歳
60～ 64歳
6A～ 60静

500
417
503
477
551
677
721
685
575
377
245

500
417
546
535
582
687
744
71 9

602
389
245

500
417
571
572
618
695
761
745
619
40.6

,58

500
417
627
65.8

675
725
819
809
660
434
289

女

性

無

酉己

偶

術

15～ 19歳
20～ 24歳
25～ 29歳
30～ 34歳
35～ 39歳
40～ 44歳
45～49歳
50～ 54歳
55～ 59歳
60～ 64歳
65～ 69歳

163
732
912
901
880
863
831
806
723
489
267

190
774
940
923
902
885
86.1

850
738
506
,qら

203
788
951
940
919
903
883
880
786
527
■04

212
781
965
961
942
928
922
917
835
587
n4A

(注 )労働市場への参加が進むケース

1-3就 業率の推移と見通し

平成18年

15～ 19
20～ 24歳
25～ 29歳
30～ 34歳
35～ 39歳
40～ 44歳
45～ 49歳
50～ 54歳
55～ 59歳
60～ 64歳

15～ 19歳
20～ 24歳
25～ 29歳
30～ 34歳
35～ 39歳
40～ 44歳
45～ 49歳
50～ 54歳
55～ 59歳
60～ 64歳

15～ 19歳
20～ 24歳
25～ 29歳
30～ 34歳
35～ 39歳
40～ 44歳
45～ 49歳
50～ 54歳
55～ 59歳
60～ 64歳
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2.基礎数、基礎率の概要

厘 牛 年 金 国共済 地共済 私学共済 □晨年金 備 考

将来推計人口・カロ入者放の見込み______ ○ C ○ ○

労 働 力 率 の 昴涌 l ○ ○

基礎数 厚 牛 年 金 |¬ 共 済 ‖1共済 私 学 共 済 国 民年 金 備 考

被

保
険
者

被保険者牧 ■男1・ 年齢ら」・
山 f早縣 1ヽと 1口 1「罰,||

○ ○
(組合員数 )

○
(組合員数)

〇
(力

“

入者数 )

○ 私学は初任年齢グループ別

平均加入り切‖1 性別・年ltii別・

被保険者llll問 別
○ ○

(平均組合員期間 ,

〇
(平均

“

合員
"IF・

II I

○

平均標準報酬月額 性別1・ 年齢別・

波保険者lll‖ 1別

〇

〇

○

○

○
平均給料月瀬)

〇

〇
(Il● 卍お与

月師 ,

一
　

　

一
二

ｏ

私学は初任年lllilグループ別であり、
地共は平均給|1月 術

私学は初任年lllilグループ別

地共はII評 11由 |、 後の口1方
ヤ「 lll報 耐‖月額の累計

イ■険料納付月放、保険‖免除月放、
学生納lNl特 例月放、若年十納付11予期
‖Iの 。

「 均

1生男11・ 年雌男嗜・

被保欧者 l切 ‖1別

1生男り・イ
;二齢り

"・破11険者博!‖ 1別

○
←お科イ計m)

待

期

計

′llul仔 牧 生別・年齢
"l

○ ○ ○ ○ ○ llP(「、国年は被イ■険者
"|1川

炒l

地共、私学はill年・iJi量別
(待期者の)14均 加入輝|‖ l 生男り・イ

|三 |キト男り ○ ○
(平均:ntt ll期 ●D

〇

(待 力|ど の)|「 ■1‖ 1日1月 額累計

`F金
額

性別・年

“

争別 〇
　
　
一
一

○
平だ,ほ 11‖ PI

月精 l

○

・　

　

一〇

　

一
・

一
　

　

一
一1生りり・1lμ ri"り・

)量イII・ ittj量男可

(11次な1熟|(ヽ 1ブJ枚、イitl"ユ |卜 免1衆 月枚、
学生納付特例月枚、riイF計納付 llll予

"lll11 0ヽ 1`41`,

lll"ll。 1:lll卜

'J「″kttt欧 者り|‖ lttl

○

受

綸
確
者

受結確者放 性別・年肺別・
イ11`i fi陽 11り

l

〇 ○ ○
(■■F″ )

〇
(年 ■イ数)

○ 厚イ|は rl子ツ:、 1日

'ノ

」リ
″Fllの 四陥イF金は)lillt・ イ生りlllllll

イF金額 11男 J・
イ
111胎 別・

`「
金 |「別男1

○ ○ ○ ○ ○

'「

イ
|ヨま

"Fυ

:、 ‖]″ 1"リ

厚年の・ヒ齢イ
「

金は,基 lllll・ r■ llit別

厚イ|二 剛イに、私学は綸イ寸のhil百〉り|
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姓砧 率 厚 生 年 金 同 共 済 H"±溶 私 学 共 済 国 民 年 金 lll“ 考

な日入年鮨分布率 性別・年齢FJl ○

(,7燿 ,I入者考″
○ ○

初任年麟分布)

私学は初任年賄グループ別

総n見退力 性別・年酢別 ○ ○
(111嗜退年

○
(1■脱退率)

○ ○ 私学は初任年‖トグループ別、加入年数
官||

公務外)死亡脱選力 十生別・年lt"男」 〇
　
　
一
一

○
(公

“

外死力)

○
(公 青上死力)

○
総 務外在職死

力)

〇
(公 朽等在rll死

○
(死 亡力 )

○

公務上死亡脱,llカ 性別・年鮨別

(公務タト)ljiitt'年 金発生カ

公務上障1lf年金発生力

性別・年lllト リリ

庄男リ

〇
　
　
一
一

○
(公 務舛鰊■■:

■年

"lrt力

)

○
(公

“

上眸il共

○
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○
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〇
　
　
一
一

〇
　
　
一
一
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`算
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='1

ｉ
〇
　
一
一　
　
　
一
一

○

○̈

○
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'Iする111:・ 1■与苺

_ クリ IL

○

○
(|お 与‖,t.・ ,

一
二

　

　

一
一
　

　

　

一
一

実績の件数が少ないため見込まず

1生男り・41rlii"" ○
{:台 l11,tr)

○

"li手
当年の

11合 )

私学は,J任年齢グループ別、加入年教

別1

ヤL"||・ 年師
"リ

イlt次
"11

○
1■ lRの対月収

1ヒ :1)

○

口、学は初任年齢グループ別、加入年放

りl

十́
一＋千

付
一除

納
一免

〇
一∩

年金失確率

ll‐迪族キ

性り1・ 年齢
"1・イF金
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〇

　

一〇

〇

　

一〇

〇
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〇
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○

〇
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被|'t険 音であつた昔と遺lll:年 金

受給|た 者υ)年齢‖11闘

受給確好一人11たり
力″綸イF金対敬計教割合

「市害Jキ 済年金の
加綸年金対 gξ 率

セt"ll・ イ
Fイ li卜男lj ○ 〇

(■ 旗の年腑
"

○
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`|■

,

○
('そ 婦年鮨:准

無 (■姉

`'〇
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●gl rl■

)

〇

〇性坤l・ 年齢坤l
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〇

　
　
¨
一

○
1麟1■門
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○
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"市
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○
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〇
　
　
一
一

○

`,■

11ド l粒
^セ

′
1:

_F,riュ命)

○
('IiVI‖

'F金
ュ′■■1lr,1

胆「 年、|コ リ:、 私学II性別
llJ`Fは 1'金 睡llll"リ

lylll入 ■____ _
r加入者平均標

'“

報lllH

性坤1・ 年齢別
1生男1・ 年賄男リ

ヤ11男
il・ イFltlり 11

〇
一〇

新規加入 計(r均
tFマ

“

報illll ○ ○

金「,JL:事 ○
(rF腋 に3■ 11●

‐ i顧 1町止

○ 〇 「「 年、私学は性
"り

。年illiり ||

有3号 :率 111り ll・ り]|■ イ
l三齢

グルーソ別・

加入年放別

〇

K7if的 り 素 l'Iフ トイに4) l14共 済 ‖il J[シイ ry、
1ヽなりtrif [i」 Iマイl`今 備 考

物御ロニ■主_ _           _
1幹上雅率        ___   __

○
0

〇
0

○

0
○

0
〇
一〇

「1l Jil子 11111iヤ , ○ ○ ○ 〇

注1厚年、lF4年については、「セLttl」 は、被保険者子1り |ど夕なす。
2年金i[別 とは、厚年、lll共 済、地共済、仏学共済については老齢(老雌‖1当 、lШ 老111‐1)、 昨lJ、 造族を指す。また、1コ年につい

ては老賄 llt礎、|口 法者llii、 障害 llt礎、‖]法

"″

害、遺族lt礎、旧法遣族の各年金と死亡一時金を指す。
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3.基礎数の設定方法

○ 厚生年金

○ 国民年金

基礎数の種類 ア.元 となる統計 イ.作成方法

F/X保 険者 FIE男 1・ 年齢・

被保険者期間別 彼保
険者教 。平均標4E報
副1・ 標準報酬月額及び

標 llL賞 与額の累計

被保険者種別・年齢・被保険者期間別
被保険者数・平均標準報酬・標準報瀾‖
月額及び標 l「 賞与額の累計 (平成19年

度末における被保険者の個票データを
無作為に100分 の1で ib出 )

彼保険者種別・年齢別に彼保険者 lr/1が

実績に一致す るよう補正

彼保険者Fll別 ・年齢・

被保険者期間月1 受給
待期者数・標準幸に耐‖月
額及び |りI rll lt与額の累
:ト

被保険者Tlrl別 ・年齢・彼保険者期椰1別
受給待

'切

者教・標4呻 Rmll月 額及び標準
11与 額の累計 (平成 19年 度末における
受給待期者の個票データを無作為に
100分 の1で lh出 )

次の 1～ 3を 行った上で、lll出倍率の

逆数を乗 じて作成
1 70歳 以上の受給待期者の削除
2 クι亡推定者のデータの削除

受綸待 ,判 者の最終資格記録時点の

年齢か らデータ基準年度末時点の年

齢までの死亡確率を求め、これを用
いて受給待 lul者 の記録を肖1除す る。

3 1人 でltt数 の記録を所 flす る者と

lli定 される者の記録の接合
″i規 裁定受給者の平均彼保険者り切

rり の実績 と基礎教作成に用いる彼保
険者・受給待

'切

者のデータにおける

14均 被保険者

"l出

〕とを比較 しなが

ら、彼保険者りl間 の li ltlが全 くない

データIFO士 を接合させ る。

彼保険者[[別・11金 llri

別 1年 齢別 受給権者
教・ fF金 額 (給 付の fll

'11男

り)

彼保険 置ll卿 1・ 年全|[別・イ
「 齢別 受

給権者放・年金額 (給付の1[類 11)

(平成 19年 度末・全jrrx統 計)

'た

礎数の lll il
ア 元 となる統計 イ 作成方″

彼保1喚 ‖li"|・ 111・ 41=

師 。彼保険者期 1出]別

被保険者数・彼保険 帯
りu間 、 詢村|1期間、免 1除

(全額、 3/4、 半

額、 1/4)期 1嗣 、学
生納付特例期‖1、 若年
者納付猶予期‖1、 付 llli

年金納付

'切

Fり の lZ均

り々保険 首lll別 ・性・年齢・被保険甘力l

‖l ttl ″セ保険者 jrt・ 被保険者 1馴 1嗣 、納
付期「り、免除 (全額、 3/4、 半額、
1/4)期 1川 、学生納付特例期 |‖ |、 イf

年者納付 lllq子

'"‖

l、 付力‖年金納付期『1

の平均 (平成 19年度末における被保
険者の個票データを11作 為に 100分
の 1で抽出 )

被保険者「[別 lJ lに ,t保 険計数が実績に
一致するよう‖:正

被保険者種別・性・年
齢・被街t険 者期間」別

受給待期者 jrt・ 彼保険

者期間l、 れり付期間、 免

除 (全 額、 3/4、 半
額、 1/4)力 !間 、学
生納付特例期‖]、 若年
者納付猶予期間、付カロ

年金納付期間の平均

被1暴 険者FTl別 ・性・年 lllii・ 被保険者期
間別 受給待期者教・彼保険者り切間、
納il期間、免除 (全 額、 3/4、 半
額、 1/■ )期‖1、 学生納付特 lll脚 l

「1、 若年者納付 Jll予 期‖]、 付加年金納
付期間1/9平 均 (平成 19年度末におけ
る彼保険者の llll票 データを

'熙

作為に 1

00分 の 1で lh出 )

次の 1～ 2を行った上で、 llll出 倍率の

逆 lrtを 乗じて作成
1 70歳 以上の受給待り切者の削除
2 死亡推定者のデー タの肖J除

受給待期者の最終資格記録時点の年

齢か らデータ基準年度末時点の年齢ま
での死亡確率を求め、 これを用いて受
給待力〕者の記録を肖1除する。

年金 flrl別 ・性・年齢別

受給権者教・年金額

(給付のイ重類別 )

年金li別・性 。年齢別 受給権者致・

年金額 (給付のlFl類 ヮl)(平 成 19年
度末・全数統計 )

遺族年金については、妻及び第1子 に

着日して推計を行つているため、この

者に係る基本年金額 と加給年金額に分
けて計上している。
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○ 国共済

○ 地共済

基礎 数 の種 類 ア、元 となる統計 イ 作 成方 法

現在組合員

動態統計調査 平成19年度

年度末において組合員であった者の う

ち 2割 を抽出調査

性別、年齢別、組合員期間別に組合員

数、組合員期間、標準報湖‖額等を作

成。

19年度末の調査対象者に合計が実績値
に合 うよう抽出倍率を乗 じて作成 し

た。

年金受給権者

年金受給権者統計 平成 19年度

年度末の年金受給権者
性別、年齢別、年金種別、退職年度別
に受給権者数、れl合員りl間 、年金額、
全期間平均標準報酬額を作成。

全 数

待期者

年金受給権者統計 平成 19年度

年度末の年金待期者

イ生男り、 1「 齢男り、 組合Itり l″り、 5平 均 1票 4L

報酎‖額を作J友

lltiユ 年度から19年 度までの累f資 の生存
率 (1-失 lt率 )を 乗じて作成。

※ J‖ 族共済年 金の性 別1は 、死亡 した利1合 員の性別で区分 している

おL礎数 の1[願 ア _テ ル た イ)統 iト 作 成 方 法

現在綱l合 [1

胤l tt rt等 りlttlJllri 平成17, 18, 19年度

現在 F:イ F度末における組Lttitの うち
1/20を 無作為力|1出

力i規加入者 :年度内におl合 ,t資 格をllx得

した者の うち1/2を 無作為111出

脱 i量 者 :年度内に利ltt ri資 格を喪失 した

作の うち1/2を 1千 作為抽出

1だ 績の人放等に母集団復活 させた。

111出 割合をもとに |サ 彙団復活 させ
ナL。

相1出割合をもとに母集団

`"活

させ
た。

年金受給確イ

組合 ri等 現況調 ri 平成17,18,19年 度

年度末の 1■ 企受給権青及び年度内におけ
る失確処理1を行つた年金受給権者

全数調 1逓

年 金待機 者
剤1合 It等 現況調査 平成17,18,1911度
年度末における年企待機青

全数調 rf

○ 私学共済

ム〔俳 ″その IIF順 ア  元 ″た る綺 計 イ   イ乍ル′方 ツプ
=

カロ 入 者 教

性

"l、

りJ任 年齢 グループ別1、 加入年 lr7x

別 平成20年度末 全数統計

初任年齢グループは次の10グ ループ

(初任イF櫛 )で ある。以下同 じ
19歳 (19歳 以下 )、 22歳 (20～ 24歳 )、 27

歳 (25～ 29歳 )、 32歳 (30～ 34歳 )、 37歳
(35～ 39歳 )、 42歳 (40～ 44歳 )、 47歳

(45～ 49歳 )、 52歳 (50～ 54歳 )、 57歳

(55～ 59歳 )、 63歳 (60歳 以上 )

額
の

月

首

与
入
準

口
標

力

延
性別、 り]任年齢グループ別、7Jll入年数

"1 
平成20年度末 全数統計

カロ入者の1人 当 り全期

間平均給与月彼 (過 去

期間分 )

性別、初任年齢グループ別、加入年数
別 平成201■度末 (過 去期間分 とは平

成20年度以前期間分である。 )

全数統計

年 金 者数及 び年 金 額
性別、年齢別、年金の種類11

平成20年度末 全数統計

待期 者数及び待期者分

年金額

性別、年齢別、退llil共 済年金20年以上
・未満別 平成20年度末 全数統計

′キ1切 期 1用 における死亡を考慮 してし

る。
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4.基礎率の設定方法

○ 厚生年金

基礎率 の種類 イ

ア 元 となる統計 及び

基礎率設定の際に

使用 した他のデー タ

ウ 設定方法 及び

オ 年度等により用いる率を変
えている場合、その方法

ェ 推計にお ける

使用方法

総脱退力

ア 被保険者種別 年齢別 被保 険者数 (平 成15～
18年 度末 )

被保険者種別 ・年齢別 再カロ入者数 (平 成 16～ 18年

度 )

被保険 者種 別 年齢別 新規加入者数 (平 成 16～ 18

年度 )

ウ 被保険者種別・年齢 別に 3年 度 平均 で捉 えた年度 中脱

退者数 (前 年度末の被保 険者数 に当年度 中の新規力日入者 数
及び再力日入者数 をカロえ当年度末 の被保険者数 を控除 した も
の)を 年度平均被保 険者 数で除 した ものを平滑化

前年度末の被保 険者数か ら当年度 中の

総脱退者数 を推 計

生存脱退力
イ に 脱 退 力

死 亡脱 退 力

障 害年 全発 生 力

ウ 総 脱 退 カ ー死 亡脱退 カ ー障 害年 金発 生力 前年度末の i14保 険者数か ら当年度 中の

生存脱退者 数 を推計

死亡脱退カ

ア 被保険者種別 ・年齢別 投保 険者数 (平 成15～
18年 町末 )

被保険 【種別 年鮨わ別 死亡に よる被保 1■者 資格喪
失 者教  (平成 16～ 18年度 )

イ 生 命安

ウ 被保 険者 純別 年飾別 に 3年 度 平均で捉 えた年度 中死

亡 i14保 険者数を年度 平均 被保険者数 で除 した ものを平滑化

前年度末 の被保 険者 数か ら当年度 中の

花亡脱退者 数 を推計

障lF年 金発生カ

ア 被 保「た者
‐
」l別  午 鮨卜|・ l 被 保 いた者 故 (平成 15～

18年度 k)

}t保険 者 種 別 ・年齢 別  障 害厚 生 年 金 新 規 ltl定者 校

(平 lt 16～ 18年 ′■)

ウ 被保 険者種 りl・ 年齢 別に 3年 度 平均で捉え た年 ■中障

害 lI生 年金字f規 拉定者 数 を年度 平均 被保 li者 教で除 した も

のを平滑化

前年度末の 被保 険者数か ら当年 曖中の

市害年金 の新規裁定 者数 を推計

標 i“ 報酬指数

ア  破供に F fll別 ・ 年侑トリl 被 1■ は者 数 (平成 16～

18年 t末 )

被保 Iた 者|[り1 年衛わりl 性保 険 者の 平均 の 標 11報 rll

額 (14成 16～ 18年 |■ )

ィ  lln嘆 |■ 険 被保

"た

F:11lι 調 査 (平 成 16～ 18年 )

ウ 概保「i rJ純 り1・ 年 詢わ別 に 3 iF度 平均 で 1■ え た平 均 の 1掌

‖ι報 悧‖額 を、 電 Jl年 齢 を 1と して指 故化 した もの を 平 語化

午怖 の '■ 化 に伴 う貨 わの 電 |力 を It計

Э

""l llと

の 変 更 点

平Ft 15年
'■

よ りlt報 酬‖」が 導入 され た

こ とに伴 い 賞与 も含めたベ ー ス で作 成

年金夫 権率

ア 破1'険 音11'卜 年 t憩 別  年肺別  受結 |な 者教

(平 成 15～ 18:F't末 )

)々 1■ li F rll別 ・ 年 後袖別・年苗1別  や711裁 定 I故
(平 成16～ 18年 ′■)

イ 生 1,た

ウ 被保 険 者わl別 ・ 11全 1191・ 年鮨わ別 に 3年度 平均 で捉 え

た 年 1【 中 失 li F数 を年 It平 均 '■ 給 柿 F故で「卜した もの を 11

滑化

オ  1=1:椎 計人 口にお け る将 1そ の り1亡 :仁 政 ilを 場と して 、

失 li:お の 改 善を 年 11ご と に性  年齢 31に 行 う

前年′〔 |く の受給 姉者 故か ら当年度 中の

失 |に I数 を lll計

rfi山 ヵに1:

ア  枝 IR I在 【卜1別  年 静「・jl =鮨わ・障 1∵ 年 わ:l結 怖

汁故 (平 成 15～ 1ド■:|【 t)

技 |■ ■ イト【別 ・ 年鰤卜り; と齢  障 害 年 ■
'i4i rt,lr教 (11成 16～ lH年 !1)

被 保

“

た F触 別 ・ ltイ

'ヽ

陵 作で あ っ た イの
'F亡

時 年門れり|

‖ 族 11全 ツ|■ ル 11件 故 (平 成 16～ 18年度 )

イ 国 り lll ri

lllに 供It披 {■ 臓 F:11ル 出 llt(平 成 16～ 18年 )

日本の 世|‖ 故の11業 椎輌|

有遭旋 .1(に 害 17′L年 金■結 ll i死 亡 )

ウ ′へは,1勢 1冊 ltrに お けるF〕 ll l円 係か ら r「 市l‖|● を作ルt
しIt,F、  そへは 3年

'111均
のイ11鮪 別 に

'セ

1■「

`Fで
あつた F

の ス:亡
'十

年的れ別 遭族年 全■111た ,F`故 を年度 中の死亡狡 |■

Fた F攻 と年金夫権 I ttυ )和 でF卜 して設定、子については 1[

‖〔|=‖た|た 1':臓 rlr却 :‖」ltrに おけ る子 の1に 美:|か ら設 ,F

オ  日本の 世‖′数のli集 推計におけ る将来のnllll問 係の '1

化を性・年鮨お別 に識 り込 んで設
`ド

死亡 した性 (■ :i計 または受給 |セ 汁の 数

に ltじ るこ とに より、餞 ll・ :`F↑ の 7好 イl

lK7 11 r故 を,t計

○市∫回 との 変更 点

オ  で記救 した とお り、11来 の配 出関

係の 変化 を″訛り込んだ

ll i世 ル1'キ :

(障 1'ギ リ
'「

生
`lt 4=

受給確 ″死亡 )

ア ンtl・ :「IIら111・ 年

"わ

別  「■1年

`「

1,受 11筍 F教
(平 l115～ lH年 ′t末 )

"kl■

縦 F11別  年 lllり1 障害・ 償

"1年

金 Vキ 規 ル,II
放 (平 成16～ 18年 ′1)

イ `Fi・ 受

`∴

|こ 檜 1人 当た り加 給対

'「
教11合 (際

1,年 わ)

ウ 性保険 F Щ IJllllに 3年
'114均

でlrえ た11害 年■の11■

中央|た F数 に年を受

“

i晰 Fl人当たリカ0綸対ζl ζ教11合 を
(1じ たものが‖族年わψ:llル 定 ;教 となるよう1し

=

,1亡 した■ 13権 【数に1'じ るこ とに よ

り、 ‖旗年 tの 中i4ル 定 I数 を 11[計

核子■険 ″であつ
た ことi責 旋PI生
イ
「 金受綸籠青の

年ll"111関

ア 波 fム |ム r lllり l lllt r'11ム Fで あった Fの
'1亡

時年

歯わり1 消

"`F t ti‖

lルtir者 の平均年

“

わ (11成 16～ 18
(it'1)

ウ 3年 1111均 の被 1■ 14キ ‖(別  枚 FtIた Fで あ つた rの 死

亡
'1年

静卜と対 鷹 年 後 1111た ,[汁 の平 均 年綸卜か ら設 ,ド

死亡 した 披 (1イ

“

杵または受ネf:II Iの il

由れか ら、 itメ:年 tの りi■ lll'FFの 年 ll

を IIl計

11径受給確 と 1

人当た り加綸対

“

ι

“

教割合

ア  枝 1夕 :「|=11り1 年 わ hi別  年 晰わll l 受 結 怖 汁枚

(1lnt 16～ 18年 ′1末 )

1之 イ≒隆 仔輛kり1 年 金 和lり1 年師 別 .11栖 別  加 給年

わ対摯キllt(F,た 16～ 18年度末)

イ い1勢 J」 資

ウ '支 解lt F砥 サす・ 年資 llll別 ・年静お別に 3'「 睫 14″,の 受

||イ 数に対す る加給 年 生対ζ:rル を組栖別 に11定
絆

'「

′■:|く の 受 給 |[者 故に 中 じる こ とに

よ り、加 11年 金 が支 結 され る Fの 数 を

推 計

在職老

“

わ年金受
給額11合

(60～ 69歳 )

ア  破 fR Iた 者れ[り l・ 者倍lin老 別  年

“

おり1 在 ril ι齢

年 全受 綸 lt F年 後額 (11成 17、 18年 ′1末 )

被保 Fた 静柚別・ 者齢 11老 別 ・ :F静お別  在 蹴tと ルれ年 後

受 1l I年全 細 (平 成 17、 18年 度 末 )

ウ 技供「た計れLり l、 と働 in老 71、 年肺別 に年 後受綸者年 金

額を年後受 il ltt F年 令輌 で除 して設 定

オ 64歳 以下において、 定輌部分の支給‖‖々

`ll‖

市の引き上

げ られ るコーホー トにつ いてはその

"'響

を識 り込んで設 定

各年度末 の在職 と齢 年t受 1「 {“

`の
年

■稲 に彙じるこ とに より、支結停止 さ

れる‖;分 を除いた年 わ額 を推計

在職 と山111金 受

給額11合
(70歳 以上 )

ア 技 倶 Iた 子●fり 1 平均 年 わ額 (平 成 18年 度 末 )

イ  「川 ヨ

'「

た被 (■ |た 者 実

"|・

81 if(平 成 18年 )

ウ 平均 年 ■額 と、 健 康 倶検被 保 I女 者実 1,lll irに お ける 70

改 以 上 の
`[幸

R口‖額 の 分布 を比・
/Kし て 設定

オ  |=成 19年 iで に 70義 と な る コー ホ ー トか ら
'む

用

告年度 4て の在
「

lt ι齢年 ■受綸椛 者の lF

金額 に彙 じることに より、支il停 止 さ

れる制l分 をfFい た年 金額 をIVI計

障害lr生 年金の

等級■1合

ア  障 害 暉 生 年 ■の 等級 号l lj・1害 年 を受 争:,ti者 枚

(平 らt16～ 18:「 ′【Jく )

ウ  3年
'ζ

平 均 の障 害 暉 生年 たの 等 級 別 の 受 始 者構 成■り合

か ら設
'F

1厳 害 l1/生 年 金の 中F■ ル定 者の 数 に 垂 じ

る こ とに よ り、 中|■ lll宅 者教 を 等級 別

に推 計

口F加 入率

ア 被 1■ 1た 者 ilり1 年 II弓1 ■:jn加 入 者 崚 (平 成 16
～ 18年 ′1)
it保 険者糧別 年詢卜別 再力n入 者教 (平 17t16～ 18年

度)

ウ 性保険者 lll別  年飾号1に 3年 曜平均 で IPIえ た年 夏中再

加入 者数を年度 中の新 11カ0入 予故と再加入 予放の和でLIし

た ものを平滑化

当午′t中 に新■サn入 または,j加 入する
者のうち、 ll■ カロ入する考の数を推計

遺族厚生年全受

給確音であ る妻
の rl子 1年1合

ア  年鵬 別  R族 年 ■受 給 llT者 の うち■ の数

(平 成 16～ 18年 度 末 )

年 齢 別  道 族 年 壼受 結 術者 の うち子 あ リカ の 教

(平 成 16～ 18年 度 末 )

ウ 3年 度平均 の年齢別 に ,営 旋年生受給 |ヤ 者の うち子あ り

なの数を武族年 全受 給師 Iの うち夕の教で除 して設定

ii族 厚生年金受給権 者の 年■額 に乗 じ

ることによ り、道旗場碑年 金の額、 中

高tJi算 婦加算または経 lrl的 軍 lrll加 算が

支 1缶 され ない額 を推計

「■力け 、静及び

'7規加入 者の平均

標 4理 報酬

ア  技保「た者種 別  年 齢別  被保 It者 放 (平 成 18年

度 末 )

イ  標41111酬 指 放

ウ 被保険者 仙別 毎に標 11報 酬指数 を平成 18年 暉末の年 腋わ

別 |″ 保魔者 教によ り加重 平均 した ものが平成 18年 質末の平

均の標1'報 Π‖額 の水 i■ となるよ うに設定

オ  毎年度、 賃金上昇率 で改定

当年 ′[中 にツi規 加入 または再加 入す る

者の標11報 麟‖額 を推計
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○ 国民年金

基礎 率の種類

ア 元となる統計  及び

イ 基礎率設定の際に使用した他のデータ
ウ 設定方法  及び
オ 年度等により用いる率を変えている

場 合  そ の ナ 渋

工  推 計 に お け る使 用 方 法

俗脱退 力

ア 被保 険者 種別  .性 ・年齢別 被保 険者数  (平 成 15～ 13

年 度末 )

被 保険者 種別 ・性 ・年齢別 脱退者数  (平成16～ 18年 度 )

ウ 被保 険者 種別 ・性・ 年齢別 に 3年度平均で捉

えた年度 中総脱退者数 を年度 平均被 保険者数 で除

した もの を平滑化

前年 度末 の被保 険者数 か ら当年

度 中の総脱退者数 を推計

χ亡脱 退 力

ア 被保 険者 種別  性・午齢別 被保 険者数 (平 成 15～ 1

8年 度末 )

被保 険者 種別 性 ・年齢別 死亡脱退者数 (平 成 16～ 18
年度 )

ウ 被保「た者 種別・性  年齢別 に 3年度 平均で捉

えた年度 中死 亡脱退者数 を年度平均 被保 険者夕 で

除 した ものを平滑化

前年 度末 の被保 険者数か ら当年

度中の死 亡脱退者数 を推計

一般 Itt害 年金発 生力

ア 性  年齢別 被保 険者 放  (平成 15～ 18年 度末 )

性 ・年腋お別  新・
‐l裁 定一般 障害基鮮年金受給権者 放  (平成

16～ 18年 度 )

ウ 性 。年飾別 に 3年 度 平均で提 えた新規裁定一

喰 lll害 基確年 生受給権者波を年度 平均it保 険者数
で除 した もの を平滑化

前年 度末 の被保 険者 故か ら当年

度中の一般 障害基藤年金脱退者

数を推計

20歳 前 障害 年 金 発 生

力

ア 性  年齢別 新規 裁定 20歳 前障害基礎年 金受給権 者敏

(平 成 16～ 18年 度 )

イ 性 ・年 Ol‐ 別  10月 1日 現 在推計人 口 (平 成 16～ 18年 )

ウ 性  年齢別に 3年 度 平均で捉 えた新規裁定 2

0歳前障害基 礎年 ■受結 権者数 を 10月 1日 現在

推計人 口で除 した ものを11,I化

0人 口か ら当年度 中の 20歳 前
罐害 基健年金脱退者数 を推計

i螢 族 年 金 (妻 )発 生 害」
ア 年齢 IJ l 男子 1号死 亡11退 者故  (平 成 16～ 18年 度 )

夫死亡時年齢 別 新規 JKVtti彗 族基破年 金 (妻 )受 縮権者 故

(平 成 16～ 18年
'■

)

ウ 年齢 別 に 3年度 平均 で lPIえ た II規故 定道 族 基

礎 年 金 (妻 )受 綸 権 者数 を年 度 平均 男子 1号 死 亡

被保 Iた者 数 で f・ Fし た もの を平 滑 化

当年 度の 死亡脱うせ者数 か ら当年

度中の遺旋基礎 年金 (妻 )受給
lt者 数を推 計

道 族年金 (子 )JO生■1

ア 年肺 ツサ 男子1号 死 亡li退 者数  (平 成 16～ 18年 度 )

夫死 亡時年薔わ別  摯i ti敗 定遭旋■群年 金 (子 )受 給li者 数

(平成 16～ 18年 度 )

ウ 年齢り1に 3年度 平均で押 えた,7規 表セ定道旋基
礎年 金 (子 )受 給権者故 (要 な し、 第 1子 )を 年
It平 均 り;子 1号死 亡lt保

“

た

`故
で除 した ものを平

Ill化

当年 度の 死亡脱退者 教か ら当年

度中の遣族 lll饉 年金 (子 )受綸

権者 故を推計

算 ll l年 たら,生 |」 合

ア 年齢別  男子1号 |々 倶臓 F枚 (1サ l ltt lla‖ |と た除期‖lの

合言|が 25年 以、上の I)政  (平 成 15～ 18年 1■ 末 )

年齢11 男子 1号 待 llll者 数 (1り 納 付 lll‖ |と 免除 ltn‖ |の 合計が

25年 以 上 の ζ)教  (14成 15～ 18年 度末 )

夫 死亡 |キ 年歯おり1 争i規 及
'F写

婦年 令受給怖者 故  (平 成 16
～ 18年 ′t)

イ 生命 資 (201111)

ウ 年 歯わ別に 3年 lt平 均 で11え たツi`l lll定 寡
'1年令受給 lI I数 を男子 1号 ■1亡 被 IR11#・ Ir期 者故

で除 した もの を11滑化

",年

′【末のi12供 Ii杵 ″から当:F

[中 の事11年 61受綸籠F数をlll

lト

クE亡 一 |ケ 金
`1生

害1合

ア 1生  年静わ号1 1号 波供腋 F故 (1号 l111財 ‖}と 免除 期‖‖の

合,|が 3年以 上の 者) (11成 15～ 18年 度末 )

にL・ 年ルおり1 1り l lF llJl者 故 (1号 紬付 り|‖ lと

"lliり

|‖ |の 浄計 が

3年以上 の F)(平成 15～ 18年 ′111)
隆・年‖おり1 ■:亡 一 口1金■ 1311者 ″ (平 成16～ 18年

't)
イ  1,語】妻 (20回 )

ウ 1■・年冊トツ1に 3年 11平 均でliえ た死亡一時金
受4台 11=故 を 1り¬]亡 被fR瞳 I・

`■

り1者 数で降し
たもの,平滑化

11年 ′〔末の被保 険者 r7/か ら当年
′t中 の

'1亡
一時 ■受キ:ili r数 を

'i計

年 令失 1行 率

ア  1ヽ■ 和[別  1■  年薔わ別  年 ↑受締 :任 F教 (平 成 15～ 1

8i111■ ■)

年 金孤り1 性  年鮨問 1 '1 ll ltVウ ド年 行■イili r政 (平 成 16
～ 1811't)

ウ 渋供魔 F llf1 11・ 年 t lall別 ・ |■  年件卜別に 3年
度 14均 で llllえ た年′【中人 |■ イ数を 111で 11均 受キ含節
者教で除 した ものを平滑化

オ li来 lll l「 人 口にお ける将 来の死 亡 1:改 i子 と同

社tυ ,改 善を
`F曜

ごとに 1■  '11齢 別 に行 う

前年度末のせ綸 li r教 か |,当 1
1F2F中 のり((‖ 絆故を‖t計

″:供「tFで あつ た 汁と

償族年 1,(″ )受 (31れ

者′,年 齢 ‖:間

ア illt保 1資 ″でル)っ たrの う1亡 時年曲わり1・ ■給 Iイ11肺 別 遭
典年後 (力 )■111裁 定t綸 晰杵故  ( 「ヽ 成16～ 18年 度)

ウ 3'「:′t平 均の ンセIR隆 こであった Fの 死 亡口1年
は

'と

,賞 旗年 ■,7`Ittll riの ll‖れか ら設
'11し

た もあ

々平 tll fL

|:亡 した被倶敗 キの 11‖わか ら遺

族年 金 (′ )の 1け Jl裁 ,if音 の年

齢 を lllイ |

被保険 Fで あ つ た 者 と

墳族年 金 (■ )■ 締 li

F1/1年 齢 ‖間

ア llt倶「た作でル,っ たFの
'i亡

時
'11‖

わ別・1■ 結者年侑わ別 職
度F7金 (子 )力141般 ,[■ 給廉静放  (り i成 16～ 18{F′■)

ウ 3`Flt iF均 の性l・

“

た者て
`●

った者の■1亡 り十年
rliと 遭旗年金li`lル庁rの 年簡わから設1,し た1,の

を可4 fl化

■:亡 した Iな |^「 たFの il:鮨わか らせ

晨年 金 (子 )の
'7■

ltt庁 子の年

肺 オi lll計

狡保険 Iであつた者 と

写婦年 t受 給情 者の年

飾‖]問

ン・ 被(ス 晩 rであっ/1子 の 77■ 亡1+年 肺別  専缶i ll金 争『HI FK・・,F

受締 怖 Iυ )平 ″1年 ル0 (平 成 16～ 18年 度 )

ウ 311'■ 平均の I皮 供 lt Fで ル,っ た 杵の″し亡時 年

鮨「 と軍 lj 4年 金新
`l lllウ

rrの 14均 年‖おか ら設lJし た

もの 社 14■1化

'こ

亡 した 被 lRIt Fの 年 鮨卜か ら軍
11年 金 (■ 中,ll l17,lf Fの 年 Fi‐ ″ IIt

il

年曲わり1 年侮受給者 1

人当たり
"nオ

::イ l=金 額対

“

嗜 1与 J台 償旋年後
(班 )第 1 2子

ア 年鮨れ別  麟鷹年 金 (″ )受 キf〕 節 者漱  (「 成 16～ 1●

`F′
■ 1()

i貴 族年金 (″ )年 麟わり1 ■ 1子 、第 2■ 数  (平 成 16～ 1

8 `''1 1く )

ウ 1賞 族
'「

わ (■ )の 11師 り|に 3年 ■ 11均 の 11結

`l rll tl教

を受 綸怖 キ放で除 した もの を平 i■ 1`

i賞 族年,(力 )の 力n43年 わ額オ}

“

:″ 故を推計

年 鮨わり1 年 令受 綸 11
人 当た

''加
1七 年 全預 対

魚 Fill i・

11鷹 年 金 (班 )

第 3子
'1「

れ

ア 年‖れ別  i‖ 晨年 ,(″ )受 給 lF F教  (平 成 16～ 18

`111■
k)

遭族年 後 (■ )年 飾り1 ■ 3子 以降の 故  (平 成 16～ 18
年度 |()

ウ i資 旋
`F金

(■ )の 年‖出1に 3`1`1114均 の

'111対 g:F故 を ■橋li杵 数で除 した もの を 11‖ 化

1資 鷹 11● (■ )の ■,“i年 金額対
rs・ F数 を ll1 3ト

年 FJl]1 年 金受 41仔 1

人 当た り 1711給 年 金額 4j

“

:=割 合貰 旋 年 全

(子 )町 2子

ア 年竹トリl 織腹年 金 (子 )受 争「 1権 者教  (14"吃 16～ 18
1:il■ ■)

11鷹 1,金 (子 )第 1子年鮨わ別  第 2子 故  (平 l1416～ 18
l111■ ■)

ウ 漱族
`1:金

(■ )輌 1子 (力 な し)の 年 IIi別 に

3年度平均の ■11お 対

`ヽ

者数を受給怖 I教て除 した

もの を平滑化

まヽ旗 年 1,(子 )の 加 1含 年 ■額 対

争 作故を,齢「

年‖わ別  `:=金 `tキおFi l

人 当た り ]!i台 年 全細 ti

gt者■1台  iJ族 年 仁

(手 )第 3子
'■

離

ア 年鮨わりl 消鷹年 ■ (子 )受 結 |■ 者故  (11成 16～ 18
年質 1()

,ま lJ●・年 t(子 )第 1子年

"ト

リ1 第 3子 以「みの 教  (平 成 16
～ 18年 質 '|く )

ウ 麟族
'■

■ (子 )軍 1子 (要 な し)の 年 Fli・ 別 に

3年 1哩 平均の りl ifi対

“

1#数 を受4filr r教 で lrし た

ものを平・l化

itt l●・ 年 金 (子 )の 加 給年後額対

,者 数を rr]|

年 生 lll号 1・ |■  li師 〕l

年金受丼ι者 1人 当た り

加給年金額対象 者■1合

障害年金第 1 2子

ア 年 を機場り |■  年齢り1 受結姉
`放

 (lF成 16～ 18
年′■1:)

II‐ 金燎別・ 性・ 年ルおりl 綺 1子 、第 2子 敏  (平 成 16～ 1

8:`1■ 末 )

ウ 年 統 lll別  lt・ 年飾別に 3 it t平均の加 綸年

全対像 者数を受・
・li者 数で除 した ものを平‖化

障 害 年 後の I!給 年 わ額 対
rft i教

を推 計

年金 nJ岬 |・ 1■ ・ 年じ缶り1

1=た 受綸 者 1人 当た り
ll l績 年 金額 対象 者■l ri・

障害年 金第 3子 以降

ア 舞itu別  性 ・年府柳 1 受 111セ 者 教  (平 成 16～ 18
年 lr t)

年 金孤場1・ 性 ・年静

'別

 窮 3子 以降の教  (平 成 16～ 18
年 ■ 11)

ウ :'金 llllり 1・ 性  年齢11に 3年 度 11均 の加縮 年

絶対tt者 教を受給籠 者数で除 した ものを平滑化

:i吉 年 金 の り1綸 年金 額 キi tt首 /A・

を推 計

年 全敏 写イ・ 性 別  「市害

年 金 Fr■ 害 等級 薔1合

ア 年後 純別・性  等級別 受綸喘者教 (平 成16～ 18年 度

|く )

ウ 3年 rtF平 均′,等 11別 害り合か ら設 定 障 害 年 金の 障 害 等 級 別 所 Hi ll17,r

者 故 を推 計

ヒL 年 飾 別  老 肺 年 金

'こ

生■1台 (Itl上 請 求

率 )

ア  |■  年 肺 別  "i■ ル 定老 肺 基粥 年 後受 綸 lFt ri象  (平 成

18年 度 )

イ 性・ 年 齢 別  10月 1日 現 在 推 計人 口 (平 成 13～ 18年 )

ウ 新 ●[裁 定者 の 年 肺構 成 に よ り設 定

オ  平 成 元～ 18年 更 実 績 の 傾 向 を 下に 、 平 成 3

7年 ′tま で ttt上 :力 J〈 率 が 低 下 し、そ れ 以 降 は一
`=

と した。

老齢 基礎年 金受 綸待期者の うち

キ1上 げ請求す る者の 数をlE計

○前 回 との 変更点

推計人 口を用いて■
'11泣

定 吝数

を‖,正

年齢・免 昨区分 別  国

民年保険料の Ill付 輩

ア 年歯́別  1号 技侵瞼 者故 (平 成

年齢・免 除 区分引 免確 者故 (平 成

年傷卜 免 除 区分男l rllltt I放 (平 成

9年度 )

9年 ′ξ)

9年 IF)

ウ 平・・●19年 度 実績 を IICに 、年 lll‐ 計でみた場合

の納付率 が 80%と なる よ うに、年 ルわ別 に設常

国民年生 第 1号 複fR敗 者の保険
■)・lll付 者放 を推 計

年齢・免 除 rr分 宅1 回

民年全保 I允 チ|の 免 除率

ア 年齢 71 1号 複 (■「た者放

年齢・免 除 区分別  免除 者放

平 成

平成

9年度 )

9年度 )

ウ 平成 19年 度 実績を■に設 定 国 民 年 金 第 1号 被 保 1“ 者の保 li

料免 除 者 教 を推 計

生 年・liり 1 付 力o年 金

納付率

ア 性・ 年齢別 1=被 倶 I“ 者数 (平 成 1811度 末 )

性 ・年齢〕l 付加 年 後納 付者 教 (平 成18年 度 )

ウ 性  年腋わ別 に平成 18年 度 の付 力1年 企納付 益

故 を年度末 1号被供 I質 【故で除 した もの を平滑化

Ll民 年 金第 1号 破保 検 仔の付 加

年 仁納 付 者 数 を ,1計
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○ 国共済

基 礎 率 の種 類

ア 元 となる統計  及び

イ 基礎率設定の際に使用 した他のデー タ
ウ 設定方法  及び

オ 年度等によ り用い る率 を変えている
娼谷 孝のナ洋

工 推計における使用方法

総脱退力

ア 被保 険者種別  性・年齢別 被保 険者数  (平成 15～ 18

年度末 )

被保険者種別・性 年齢別 脱退者数  (平成 16～ 18年 度 )

ウ 被保険者種別・性  年齢別 に 3年度平均で捉

えた年度 中総脱退者数 を年度 平均被保険者数 で除

した ものを平滑化

前年度末の被保険者 政か ら当年

度中の総脱退者数 を推計

死 亡脱 退 力

ア 被保険者種別 ・性・年齢別 被保 険者数 (平 成 15～ 1

8年度 末 )

被保険者種別  性 年齢別  死亡脱退者数 (平 成 16～ 18
年度 )

ウ 被保険者 種別・性  年齢別 に 3年 度 平均 で捉

えた年度中死 亡脱退者 放を年度平均被保 険者数で

除 した ものを平滑化

,,年 度末の被保険者数か ら当年

度中の死亡脱退者数 を推 計

一般障害年 金発 生力

ア 性 。年齢別 |々 保険者数  (平成 15～ 18年 度末 )

|■  年浩ネ別  中7規 裁定一般障害基礎年金受給権者数  (平成
16～ 18年 度 )

ウ′性・年齢別に 3年 t平 均で IPLえ た新規裁 定一

般障害基瞭年金受給It者 数を年 ′t平 均被保険者 故

で除 した t、 のを平治化

前年 度 末 の技 保険者 教か ら当年

度 中の一 nt障 害 基礎 年 金 1兌 〕■者

景 を推 R十

20歳 前 障 害年 金 発 生

力

ア  性 ・年 は[別  新 魂 批定 20機 前 障 害基 〔1年 金 受 給 権者 数

(平 成 16～ 18年 質 )

イ 性  年齢 ツ1 10月 1日 現 lE推 計 人 口 (平 成 16～ 18年 )

ウ 性 ・年齢 別 に 3年 度 平均 で押 えた ツi規 裁 定 2

0歳 前 II害 基礎 年金 受 ネι権者 数 を 10月 1日 現 在

推計人 口で除 した もの を 平滑 化

総人 口か ら当年度 中の 20歳 前
l■ 害 基佛年金 脱退 者数 を推 計

ii鷹 年 金 (妻 )“0生 割
ア  年齢 別  男子 1号 ″L亡 脱 il者 故  (平 成 16～ 18年 度 )

夫 死亡 時年 齢 りl 新・「 去ヒ富 iま 皮基 研 年 金 (妻 )受 結 権者 数

(平 成 16～ 18年 度 )

ウ 年齢別に 3年 度平均て IPIえ た 71r tt Fll・ 定i富 旋基

磁年絶 (妻 )受 綸↑た者 trrを 年 ,111均 男子 1号 死亡

被保険 者故で除 した :,υ )を 11滑 イヒ

当年 度 の 死亡 lt i■ 者 教か ら当年

曖 中の道 慶 llt礎 年 生 (班 )受 綸
lt苦 故 を推 計

遺皮年 金 (子 )発生■1

ア 年飾別 男子1号 ラL亡 脱 ,1者故  (平成 16～ 18年 度 )

夫 死亡時年肺別  ";■ lまtti営 旗丞昨年 金 (子 )受 |「権 者教

(iF成 16～ 18年 度 )

ウ 午齢印1に 3年 ′て¬1均 で据 えたil■ 性定道族基

鮮年金 (子 )受綸権者敏 (″ な し、■ 1子 )を 年

度平均男子 1=死 亡
't供

1■ 考放で l・ rし た もの を平

滑化

当午′■●,死 亡11退 者 故か ら当年
lr中 の道族■礎年金 (子 )受 綸

1権 者数を推計

す●1年 金t411劇 :な

ア  年僣「,11 場子 1号 被保 Iた 者 教 (1号 納 付 lr l tqと 彙除 期‖lυ

台 :|が 25年 以 上 の イ)枚  (F5k15～ 18年 ′tl`)
ll‖おlj l り1■ 1サ待 llll F教 (1号 1,付

'Il問
とえ lpF l14‖ 1の 1,計 ,

25年 以 上 σり古)放  (11成 15～ 18`11度 |()

夫 4i亡 時 年 齢 別  ■′

`[■

,[専 姉 年 金受 結 li作 故  (11成 16
～ 18年 1■ )

イ  生 命 た (20[1)

ウ iF静トツ1に 3年 1〔 平均で 1■ えた

'i lI Aセ

定専 |“ 年

■■ 4お |ヤ 者故を男 子 1,I:亡 |な 俣臓
= 

侍llJI子 教
で■した 1,の を 1′ ll(ヒ

i lF′て■の被fR険 希放から:当 年
1中 ■,軍 Ll年 金受絶 |‖ 汁数を推
||

死亡一 時 ● 11生 割 合

ア 1生・ 年由

"り

1 1'}波 (■ 1l I教 (1号 ll l tt llA‖ 1と 免除 llll‖ lの

ぶ計力13`■ ,lLの F)  (平
"k15～

lH年 度 1:)

|■  年肺別  l号 待 lll F故 (lり rl l(寸

'明

‖lと 免除 1明 ‖Iの f卜 ′|が
3年 11■′)r)(平 成15～ 18年 度 |()

1■  年静トリl l:亡 -1寺 わ受結イヤF攻 (11成 16～ 1卜 年 it)

r 生命A(201ユ 1)

ウ rt・ 年肺賜1に 3年 It平 均で押えた死亡一時金
受結脩I故 を1サ 死1=被 IRIた

= (キ
1明 イ放で際し

たもt′ ,を 1:fl化

■年′1に のシti'「たI数か「,当 年
t中 の‖う亡一ll t受 4お trL者 故を
1[1「

年金失|■ 軍

ア 11,llll号 1 性・年衝1別  年を受iお 喘″教 (平 成 15～ 1

ド
`F′

tlく ,

年た01り1 性 年歯わlj l ,iイ I l17,F年 後受給li F故 (平 成16
～ 18年

'■

)

ウ '々 {果「

“

I ll:別 ・年■ hlり | "L・ 年飾り1に 311
tJな■,で lllえ た

'「

′■[|〕 りt怖
.I枚

を
'F■

平メ,t ittlf

F教 て除 し′ltυ )を 平記}化
1 11チ 来排 :ト フ、口にliけ るli'〔 υ,例●`=■ 改 善と同

|■

'■

υ,Fk苦 ■ 4,′■ビとに Pt・ lF鮨1別 liテ う

り∫年「【にυ
'■

オιl請 F枚から当年
【中υ)'そ |‖ F数 を‖[計

枝保 |■ 者てル,´ ,た 件 ヒ

造 肢年 ,(4)受 紬 lt

者″,(1:綺 311]は 1

ア 波はに 音でル,っ た この ■:亡 時年師りl・ 受給 ″年 Fl・ り1 讚

族 年後 (涯 )りi`l l17,F受 ifilt F教  (11らt16～ 18年 ,1)

ウ  31:「(14均 ″1性 IЧ Fた 者 〔ル,っ た Iの 初i亡 時 ll

曲れと遭 族 年 後

'i Hl去

t,1`#σ ,年 鮨れか ら設
'FLた

もの

を F`‖ 化

,う Itし た ,tttIた Fυ ,年 静「力ヽ ら績

族年 金 (■ )の Fi 41放 ,lf者 の年

肺を‖[RI

被 1臓 lた 者 て ,|,っ /i■ ケ

i‖ 族 年 11(千 )■ ff:柿

古υ,年 肺 ‖]|+|

ン・ 被 (′ :Fた Iで ル,つ た I171引うrf時 年 ,わ 別・ `士 祐 F年 肺 ll l i■

族 年 ■ (■ )'7パ l ll17,「 ■ 4お 喘 r故  (11成 16～ 181■1)

ウ お年′111均 の技倶「たIて ル,つ ′irの 死亡 0キ 年

飾 ■武鷹年 金争i ll llt,if杵 ′,年 鮨卜めヽ ら格もFし た もυ,

を 14語 化

,il[し た

'セ

1■ 臓 者の年齢力,ら i資

残年 わ (子 )σサやiイ|■ ,Fキ の年

晰卜をrt計

渋保I女 者〔ル,っ たIと
写婦年金i結 |お Fの 年
ll‐ lll l撃 l

ア 破 11:「iFで ル,,71Fの 死亡 |キ

'Fル
わり, 軍缶う年 後警71[ル ,ピ

77給 市 静′,11均 年肺  (14ルt16～ 18年 ′1)

ウ 3年
'111均

の 被供 陥 Fで ,し ,´ ,た 者の ai ri‖十年

肺 と算″‖年 金
"i“

I批 :i:こ の 11均 年晰わか「 ,設 定 し′i

l,υ )4平 ‖ 化

″ヒriし たンヶl■ 険

`υ

,年 肺か
',写

|“ 年 tの
'i1l IKl,「

者υ)年 肺 を11
11

年 lll・ りl `F全 受給 Fi
ノ、当/11,1140年 金tll対

“

ミ者■1台 遭農年 金
(妻 )第 1 2子

ア 年鮨トリl ‖旋年 /P(な )■ 給 lr F放  (平成 16～ 18

`i=′
t it)

1資 技自i俺 (")年 静「別  塙 lF、 ■ 2子 枚  (11成 16～ 1

8'I=′ 11()

ウ 遣旗年 金 (,)の l‐ 師別 に 3年 ′彗平均の り‖4お

キ111イ 放を性 絶怖 I枚 (除 した もの を平 ll化

漱鷹年後 (,)の l11:fi年 金額対

“

:者 数を推イ|

年肺別  `1=t受 結 ■ 1

人 当た りな,締 11● 額
=ナ

争者 iじり台

償族 年 ■ (″ )

驚 3■ ,11■

,・  11肺 別  i貴 鷹年■ (■ )受 ネfill r" (平 llk 1 6～ 18

`IJl・

・ Iて ,

貴 族年 俺
`″

)11的おリリ 第 3子以「

`″

,教  (「 成 16～ 18

'|■
tl`)

ウ 償族
`|'金

(′ )の 年師 ,■ に 3年 it littt′ ,lj11ネ i:

対3t r数 を ■綸柿

`数
で除 した もの 4141‖ ィL

償旋年金 (■ )の ■1綸 年金薇 対

3:=教 を推計

年齢別  年金 .■
1お Fl

人 当た 1)析,ifi lF金 額 rl

ll者 害1お 績旋 年後
(■ )節 2千

ア 'F飾 り1 償

"1年

t(■ )受 綸 1乖 キ故  (平 ll1 1 6～ 18
イ1=It l()

1資 lJ■ 年 金 (子 )薔 1千 年肺り| ■ 2子 故  (平 成 16～ 18

`l:′
t lt)

P′  iま 族 年 1金 (■ )第 1■ (要 な し)υ ,年 齢 lll l

3年
't ll均

の り,綸 キI“ :子 教 を |そ :∴ 噺

`数
で larし /

1,″ ,を 平計 化

遺共年■ (子 )σ l‖111年 ■額 ti

g:イ 政を推計

`●

0れ 号り 'F金 ′tオむ考 1

人当′■1'り,:f:年 金額 キ
|

,t者 11台  償鷹11た

(子

'第
8■

'ム

「i

ア |‐ ιわリリ 償旗年後 (子 )■ 4=II I故  (11成 16～ 18

`■

′〔 |()
消旋年色 (F)ヽ 1子 11侑おり1 篤31'以「

`″

,教  (平 成16
ヽ18`● 1セ |く )

ウ 消 旋 年 後 (■ )第 1千 (′ な し)′〉年借わ〕ll

3年 it平均 の ケ1給 キナ

“

:者 故 を受 結 権 者 故 〔lF L′

1,の を平 ‖ {ヒ

i書 族年金 (1■ )の 加11年 金額 ,|

ζ:者 数を推計

年 金祉31 性  年 鮨
`別年 企受 給 ″ 1人 当た り

I,キ1年 後額
`l“

1者 111年

陣 1∫ 年 生第 1・ 2千

ア 年 令 hiツ 1 性 。年齢別 受給 li F教  (平 l・116～ 18

`illt lく

)

年 金 hllり )″ L・ ll齢 号1 第 1子、■ 2子 教  (平成 16～ 1

8年度 it)

ウ 年■hI別 ・性 年齢111´ 3年
't平

均υ,加 4む 11

セ対tl者 数を受|お lT者 故で昨したものを平滑化
昧害年■のウ,11年 缶額 対

“

t者 教

を推計

年 tiilj1 1■ ・ 年修置 1

年生受 給 IIソ、当た 11

カ,給 年金額 力!奪 :`■ 1台

際害
`ll金

第 3子 以降

ア  年 色‖〔〕J・ I[・ 年 由h号1 ■ 131攪 r故  (平 成 16～ 18
:1=′11()

`,金
触別  |■ .年 由トリl 第 3子 以 itの 数  (14成 16～ 18

'11′

ti()

ウ 年た孤り1 性・年静わ別に3年 ′t平均′,力n綸 年
後対

“

:者 故を受結1セ 汗放で除した 1,t7Jを lil■ 化

rrr害 年 金υ,力 ,キお年生額 対 象 Fi枚

を lfi計

年金和1別・1■ 別 障害
年■障害等級11合

ア 年 仕 :■ 71 4:・ 寄れlりl 受 i″ 権 者 攻 (平 成 16～ 181:●[
|く )

ウ 3年 Fl平 均の等級別11合から設年 障害 年 企′
'障

害 等級 別
'i■

llt4宅

苦故 を推 計

1生  年 は,11 を師 年 絶

発生割 合 (1■ 上 llll lt・

率 )

ア 性・ :「 師別  'I■ 彙定 と齢基(1年 金受 給lf者 教  (平 成

1 8'F′t)

イ  ■ 年絆わ別  10月 1日 現在推計人 口 (平 成13～ 18年 )

募1軍議発生 I?筆 耀 堤諸 折歳 ‖警牢 |ム 平成 3

7年 度まで級上鯖 lN・ 車 が低下 し、それ以降は一 定

とした。

老静わ■確年金受43待 期者のうち
4tt上 げ請求する者の教を推計

年静わ・ 免眸 区分 別  □

民 年倶「資料 の 納 付 率

ア 年僣お別  1サ
'1保

険者故 (平 成

午齢・籠li区 分争J 亀除者故 (平 成

年 1わ  免除区 分別 ‐4付 者 放 (i子 成

9:千 ′■

9年 ′t
9年 ,1

ウ 平成 19年 度賞11を 基に、年 齢計でみた場 合

の llイ 'ナ 率が 80%と な るよ うに、 年齢別 に設 ,F

]民 年 t嬌 1号 被保臓者のlR陵
′l lll付 者数を推計

年静

"・

免 l・

r区 分 7J l 回

民年金保険チIの 免除率

ア 年 鮨れ別  1ケ it倶 臓 者 故 (平 成

年 齢  免 l・ F区分 別  免降 番教 (平 成

9`子 It

91,′t
ウ 平成 19年 度実績 をJ=に 設 7覚 国民年 生篤 1サ |セ 保li者 の保 |た

科免除者数を‖L書 |

生 年ti仰1 付力n年 金

融付率

ア  |■ ・ 年歯わり11号 波 イ■1た 者 故 (14成 1811度 末 )

l■  年 鮨わ別  付 力げF tt lli付 者 数 (iF成 18年 度 )

ウ 性  年飾別に平成 18年 ′■の付力D年 俺納付 者

放を年度末 1号 被保「た者故で除 した ものを平滑化

F■l民 年 生 第 1号 被保 険 者 の付加

年金 納 付者 放 を推 計
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○ 地共済

基礎 率 の種 類

ア 元となる統計  及び
イ 基礎率設定の際に使用 した他のデータ

ウ 設 定 方 法   及 び

オ 年度 等 に よ り用 い る率 を変 えて い る場合 、

そ の方 法

工 推計 にお け る使 用方法

ケロ入 年 齢分 布 率

ア 新規カロ入者 (内 容、抽出方法などは、 (2)① と同
じ)

ウ 男 女別 に新規力0入 者 の加入時年齢別の分布率 を求め、
それ を補整 した

各年度 の新規加入者数 に、 この率 を乗 じ

ることで、各年齢 の新規カロ入者数 を算出

す る .

唸脱 退 率

ア 現在者 (内 容、抽 出方法などは (2)① と同じ)

脱退者 (内 容、抽出方法などは、 (2)① と同じ)

男女別に年齢別の脱退率 (粗 率)を 求め、それを補整 した
(最 小二乗法、グレヴィル4次 5項 補整 )

各年度 の組合員数 に、 この率 を乗 じる事
で、各年度の各年齢 の脱退者数 を算 出す

る。

公務 等在破 死 力

ア 現 在者 (内 容 、抽 出方法な どは (2)① と同 じ)

公務等 遺族共済年金新 規発 生者数 (平 成 17.18,19年 度の

実績 )

ウ 平成 17年 度か ら19年 度 までの3年 間における地方公務

員共済組合の公 務等■旋共済年金 の新規発生者 の実績等 を

基礎 として求 めた (年齢 にかかわ らず一定率 )

各年度 の組合員 数に、 この率 を乗 じる事

で、公務等 に よる死亡者数 を算出す る。

公務 外 在職 死 カ

ア 現在者 (内 容、抽 出方法な どは (2)0と 同 じ)

(公 務 等 吉む)死亡脱退者数 (平 成 17,18,19年 度 の実

績 )

イ クヽ務 等在 職死力

ウ 死亡脱遺者 敏よ り、 り女別 に年齢男Jの 死亡率 (嶼 率 )

を求 め、それ を補整 した (最 小二乗法 )。 その後、公務等

在nt■ :力 を控除 して公 務外在職死力 を算出 した。

各年度 の組合員数 に、 この率 を乗 じる事

で、公務外に よる死亡者数 を算 出す る.

公予ぢ等障害発生力

ア 現在 71(r,容、抽出方法などは (2)① と同じ)

公務等筆害共済年金■1規 発生者攻 (平 ,た 17.18,19年 〔の
17績 )

イ が,饉1の公務彎瞭害発生力結 1:

ウ :“
"t17年

度から19年 度 ■での3年 間における地方公務
員共 ll■ IIl合 の公務等 1巌 害共済年金 の中|:Q発 生者の実績事を
基碍 として求めた (年 IPに かかわ らず一定率 )

各年度 の経合員数に、 この単 を乗 じる事
で(公 務等■害共済年金の

'F規
宅J:者 攻

を算出す る。

公務外障害発生力

ア  IFW在 子 (内 容、抽 出方法な どは (2)① とl●iじ )

(公 務等含む )'凛 1,1,退 #業 (平 成 17,18.19年 |〔 の t/

1費 )

イ をヽ′ぢ等■1暉 イF生 力

ゥ ■ lζ rtn退 者放より、 rlj女別に年齢別の 1薇 害発生 :● (祖

絆;)を ltめ 、それを‖i難 した (最 小二 tr・ 法)。 その 11、 公

商等■ 1好

`111カ
をlt除 して公 fな 外■1,41生力を常出 した。

各
`「

「tの ,[台 は数に、この:Iを 1:じ る
'「

で、公商外擦 1511,■ 年金の新
'1発

生
=贅を東出す る。

確合オ[1旨 放

ア ′り
`Fキ

(|ヽ ■、ll出 方法′rど は、 (2)① と同じ.1■

し1■ J‖ 年itは 平1'19年 度のみ )

ゥ l.77別 に、年 ll"1の :F■ ,話

'を
求 め、それ を‖1整 し、

指教化 (15議 の Iの i・ ● を 1)し た。 (最 小二 颯法 ) `年
't、

各年齢り|の 1■ 合 :ム の結ヤ:に 、こ
げ〕
=を `年

齢に 1た じる1'で、それぞれの
作お卜‐の額をtr計する.

期 1(手 当等の■1合

‖L万 公 務 tl llti川

`合

のFl合 員の 1切 1`手・ll等 の細お よび

の師 (|=成 li.,18.19年 度の ti費 )″|

ウ lJ女 珈に、1:齢 別 tり 11合 を求め、それを‖,整 した.

:ユ し、低年lll層 の下限については、
にol●(ボ ーナス支缶 月敏 15月 /12月 /125=030000

各年′1、 ■年鮨
`り

1の ■i■ tlの 始|ン ,1機 に
この1■ を4年‖うに■じ上記υ,1告 |=0と 台
筆する1'て XI IR溜 11面 をlll″十する。

〕l濡 年々tttlF=

ア 年 t受 結I(内 容、‖!IH方 法などは、 (2)① と同
じ)

ll nt年 後 (減 欄 i川 撫年 t'え び ;山 常1,l IIlil年 命を含む)失 備者

(平 iた 17.18.19年 ′〔の実績 )

イ ■10,l生 檜i rl

日本の 111:'111+人 口 (平 りヽ18年 12月 ‖III)

ウ llJ女 りに、年 Illl ll lの 失価●:(lll●1)を 求め、それ を‖i

雅 した。 (最 小 二・l・ 法).な お、デー タ々の少ない年ルト
'ばにっ いては、 驚301・・」生 命)i々 の死亡■ を ll砧 として‖‖雛を

行った。

オ 上

“

:卜1 lJに より作成 したり:輛 ■と、■20F]生 命■の死
亡|■ の比●1を 、り /A・ り,、 各年llご とに算出し、こy,lL F1 4f

011の 1子 業‖[1人 日の質:亡 ■のマ々

`に
「|い 、2015年

'11で

':硫
車の改善を行つた。 (2o3わ年「(以 降:'-14)

i'IIm年 金■ 13撤 とに、 この「

':を

嗅 じ、 1

来の失 情 イ放々算出す る。

罐害 年 後失 術 =

ア 年 ■■イお
`(r」

′ド、1山 出方法な どは、 (2)① とlJ

じ)

■71年 t実権 ″ (平 成 17,18,19年
'tの

:も 1)

イ 第10回 生命 共

ウ リ女別に、
`F FJlり

1の 矢 lII'(11')を ,ヽ め、それ 411i

lllし た。 (最 小二 ■″:)./1J:、 デー タ数の少 ない年 lli‖

につい ては、■2011生 命業の■1亡 ,1を ■iltと して‖i推 を

行った。

オ 上孟〕R IFに よりll成 した
':雌

●と、お20に11:許 ,■ の■1

亡 11の「L[■ を、 1り 女別、ふ年Iliご とに東出し この比||を

口■の 1キ 業11汁 人口の死亡 111の 改 lrに「|い 、20ち 5年 ■まで
実脩■のヨti“ をイ,っ た^(2055`fり t,た Fれ は一,F)

:策 占年 ,受 ″,籠 ″に、この
=を

ll・ し、「1

■の共撤 I故 を常出する。

をと子の年齢准

ア il,■ 結 イ (内 ∵F、 ‖,‖ :方 法なとは、 (2)① と11

じ)

繊鷹
't ll1 1:金

.Iキ

“

イ (平ルt17. 18, 19年 11ノ ,1`′宙)

ウ 年齢別 I「 ■ と子 の年麟 ■を,ltめ 、それ を,1籠 した (11

数 1に をlu静 五入 して椎 数値に 鵬ヽ 1)。

り1腋 Jt済
'F●

■の そ綸価 I鮮 ルヽ■亡し
て、■l13共 11年 t等 の ■希枯 イに転(絆 す
る際の当1夕 ■族の年脇々 ll算 する。

子 供 の 人 14fr

(遺 族 以クト)

ア 1■ i′tr(1ヽ TF、 ll出 方ツ:な どは (2)① といlし , ウ リ″別に年rlり Iの 子
`ル

の人数を求め、それを11雅 した
(11小 二■″:).

■旋 ■
`1年

上の豊指綸iイ にかかる■r lll

椰年 ■を計算する.

子 lllの 人 数

(1資 11)

ア 年 金受給 イ (内 イド、 1由 出方r,′ rど は、 (2)① と
"|し)

■臓
'1済

年●■イ
=者

(lι ht 17, 18. 19年 ′ltの 実指 )

ウ ■女り,に
'F併

,り Iの 子
"|の

人数を:た め、それを‖1性 した
(1を 小二

「
″:).

■ l■ 共′″年 金υ,■ tお 喩

`に
かか る |■

"嬌書年 tの うち、子 の加 :告 にかか る 0,を ,|

車す る.

lF得 1夕 止者の■1台

ア 年 セ受結 r(内 F`、 ‖1出 方 ″:イ 1ど は、 (2)① と
'1じ)  illiml ll済 年 金 ■補 イ iハ 職 年 わ■,F″  様i111済

年 わせ|″ ; 豫 tr年 ■ ■′[I(平 成 17. 18, 1 9iF′ 〔の 17

:費 )

ウ `|けれり1に ,,得 |=止 rの IJ畜 を求め、それ を‖l llし た

(燿 小 二 rt lメ:)^ "`“

lltへ
"口

入 した年セ受オ絆ll“ にかかる
年金い好 ‖:イ ↓1音 をlkめ る.

];得 停 J111後 の 17

勾年 後
yFlt割

合

ア lr tt″おF(rJィド、l山 出方法などは、 (2)0と
'11)  ザI nt,1済

":た

■1絆 rl・ ll肛 1年 を■1青 者 ■■111″

年,■ 始F・ 1■ 1好 年行,1缶

`(11成
17,18.19年 度の【

11)

ウ 年麟り1に 所
`11ル

■●1`,の lι ″,年 金績害り台を求め、■れ

を‖l正 し′1(最小二・rF法 )。

11 11itへ つ口入 した年 を受 :作 綺″にかかる
年金の (多 ■額を ,た め、文:F細 から11"iす

貴城年 全夫 睛率

ア 年 金受イII(内 容、 1由 はl17法 な どは、 (2)① と
「

l

じ)

■
"`●

セ共慌イ (平 成17,18,19年 :tの
'1〔

:資 )

イ ■20回 生命贅
日本 の 好 (ヽ1131人 口 (lι 成 11年 12月 雄 ::)

ウ 場 77サ |に 、年師 別の
'そ

怖 ● (ほ1■1)を 求め、それを 1ヽ

難 した。 (最 小二 lt法 )。 なお、デー タ数の少 ない年晰,懸

につ い ては、■201・ l生 命 Iの クF亡 :社 を llt椰 として‖1雅 を

行った。

オ 上記艘,Fに より作成した失ll軍 と、第
=0●

l生 命■の死
亡■1の 1し ■を、り女別、各年

“

;ご とに

'出
し、この比:=を

日本の |:1(lt■ 2「 人口の死亡■の改 llrに 1■ い、2055年 rlま で

失詭●1の lk普 を行つた。 (2('55年 ■以
'1は

-lF)
|,わ せて、■ 1を 職lo`Ll+に 30歳 lti出 である事11に かかる

`″付が 5年 ‖1の rr'明 となったこ とについて /.購 した。

曖鷹年 0■ 4お ll=に 、この 1ヽ を■じ、
まの共晰 ;数 を筆出する.

「
世族義

ア 年 証受始 計 (内 容 、 1曲 出方″:な どは、 (2)① とFl

じ)

,l ltl共 済年 金失 補者お よび 1にξ共 :■ 年金■億者 (111■ 17.

18.19年度の :t績
)

ウ リ女り1に 年 01ツ ′)1,墳 雛 :=を 求め、それ を‖i整 し′

(最 小二 II・ 法 )

lll職 ■済 年 t受 :む 者 kび 猿 1彗 年 全受結 者
の失橘者に、 この■ を II・ じ、 1■ 棲 ,1済 年

金への転結者数を算出す る .

有配 偶者 |■

ア 年■.■ 竹者 (内 容、抽出方法などは、 (2)① と1司

じ)

り:rrt共 市年■■皓青お よび検宙共済年全受 :́者 (平 成 17,

18 19年度の 1■ 績 )

ウ リ女り1に 年齢別の有配(lll者 ■を求め、それを
"‖

雅した
(☆そ小二彙法).

,ll nt■ ,■ 年 ,■ び■害共済年■にかかる
つo43年 金をlt車 す る。

子 有 りなの割 合

ア 年 金受始者 (内
=、

抽出方法な どは、 (2)① と同
じ)

遺族共済年■受 4″ 者 (平 l・t17,18,19年 ′tの 実績 )

ウ 年 rl,別 に子 あ り,の ■1合 を求 め、それを‖1整 した (晨

小二 jr・

i■ ).
中高齢寡婦均0■ 及び絡i6釣 中高齢 専婦つD
専がつ0算 され ない をの■1台 を求め、当1,

,D軍 の額を計算す る .

1己
7「l者 との 年 齢 差

ア 年 金受争8者 (内 容、 1由 出方法な どは、 (2)① と司

じ)

退職共 済年金失権 者お よび籠害共済年金失 晰者 (平 成 17,

18,19年 度の ■叔 )

ウ リ女,1に 年麟別の年Lll差を求め、それをり,整 した.

(櫨 数値を四を五入して整景値に補整)

i■ 猟
'1,■

年全 ■結 I及び 1燎 容年 壺受43者

が失腐 し、遺臓共 済年金 に転 :含 したI
に、失ta者 の年齢にこの年齢性を考慮す
る1`に より、11臓 共済年 命受

`=者
の年4r

を軍出する」
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○ 私学共済

基礎率の種類

ア 元となる統計  及び

イ 基礎率設定の際に使用 した他のデータ

ウ 設定方法  及び

オ 年度等により用いる率を変えている場合、
その方法

工 推計における使用方法

初 任 年 齢 分 布

ア 性別 、初任年齢 グループ別

平成 19年 度末 全数統計

新規 加 入 者 数 に分布 率 を乗 じるこ とに

よ り初 任 年齢 グル ープ別 に振 分 け

初 任 年 齢 に加 入 年数 を加 えた もの を年

出わと して い る .

有 3号 率
ア 性別 、 初任 年齢 グル ー プ別 、 加 入 年 数 別

平 成 19年 度 末   全数 統 計

力1入者数 に対 して有3号率 を乗 じて第

3号被保 険者数 を算出

総  脱  j匙 力

ア 性別、初任年齢 グル ープ別 、加入年数別

平成 17～ 19年 ′t 全数 it計

ウ 担整値 は力0入 当初 に顕著 な特徴 を もちその曲線 もス

ムーズであることか ら、原則的に lll整値 を使 用。 l■整 仙Iが
使用可能 な加入年数以Iiに ついては、二次関数に よ り1‖ 正
した ものを加。1:し て作成

初任年齢に幅があることか ら、各初任年齢 グループにおけ

る70歳 至lit年 故を考慮 してい る。

前年度lkの 加入者数か ら当年度の総脱

退者 教を算出

死  亡  力

ア 第 20回 生 命表 の死力 平成 16～ 19年 度末

加入者 故平成17～ 19年 度

死亡111=者 故

ウ 死亡脱退 者故について、年央の加入者 放に第 20回生 命

責の死力 を 嗜じた予定数 と実績値 とを年齢 トー タルで,J去

3年 躍}‖:崚 した結果、男 381お 、女 44'1,の i ll整 とした。

前年度末の力,入 者敷か ら当年度の死亡

1lill【 教を算 出

「章 ,手 共 済 年 企
イ1 生  力

ア 厚生年 セが 1■ 成 した共済計 rII害 共 |「 年 ●発生力

平
"t16～

19年度 1(加 入 者放

11成 17～ 19年 度
'I害

共 i″ 年 金発生 F教

ウ II害 共済年金発生者故について年央 の加 入者 171rに 厚 生

年 たが作成 した共ャF計 の障害共 1声 F金 発生力 を乗 じた予庁

攻 と実績 1ほ とを 1■ 去 3年 llllの 予定 と実紺 とを比咬 した結

果、 :ら 09g、  々248倍 にll墜

ハ1年 it十 の力n入 者放か らItt i「 共済年金
10生 静故 を算出

「申 tt,一 ‖1金
り1 生 カ

ウ 平成18～ 20年 ′1に 発生が1件 のなだったため0に it il 前年′■末のリロ入

`故
か ら障害一時 t ll

生 者放を算出→ 0

給 与 |" 攻

/ 性り1、 初(1年 ltiグ ル ープ
`]、

リロ入年 教別
iF llV 1 7～ 19年

'〔

末

全教綺 :|

ウ 年′■による一定の ltr向 が ′,ら れ ないので、直近 3年‖]

(平 成 17～ 19年 ′t)の 年度 |(実績ルヽ ら、 標 r世 給 与 月イ画の 平

均を‖1故 化 した ものによ|,Hl整 値を作成  ll 11と ′rろ |,任

年静わグル ープ 19歳 て ウo人 年歳0`1こ の 者υ,1学 11綸 与月瀬 ろf

lと して指故化、 粗注値を可‖:な lil囲 で 尊重す る ととも

に、 キ1放 間 放によ りれ,雅 した ものを力n'1:し てィ七成

前
'F'II末

の一 人 当た り11与 か ら ,ヽ 年 ′■

|(の 一 人 当た 1,給 与を

'1出

25イ Fみ な し

'■

)t'11
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Ⅲ これまでの閣議決定

高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に対応 し、公的年金制度全体の長期的

安定 と整合性ある発展を図るため、公的年金制度の下元化を展望 しつつ、次のよ

うな改革を推進するものとする。

1.昭和 59年において、国民年金、厚生年金保険及び船員保険制度について、

次の措置を言‖ずる。

(1)国民年金の適用を厚生年金保険の被保険者及びその配伸1者に拡大 し、共通

の入礎年金を支給する制度 とするとともに、厚生年金保険は、基礎年金の上

乗せ として報llill比例の年金給付を行 う制度 とする。

なお、船員保険の職務外年金部門は厚生年金保険に統合する。

(2)こ れ らの年金制度における給付 と負担の長期的な均衡を確保するため、将

来の給付水準の適正化を図る等の措置を計画的に講ずるとともに、婦人の年

金権の確立及び障害年金の充実等の改革を進める。

2.昭和 60年においては、共済年金について、上記の基礎年金の導入を図る等

の改革の趣 旨に沿つた制度改革を行 う。

3。 上記 1及び 2の改革は、昭和 61年度から実施する。

4.昭和 61年度以降においては、以上の措置を踏まえ、給付 と負担の両面にお

いて制度間調整 を進める。これ らの進展に対応 して年金現業業務の一元化等の

整備 を推進するものとし、昭和 70年を目途に公的年金制度全体の一元化を完

了 させる。
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公的年金制度の再編成の推進について

〔番
成

R「

3f8[〕

公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の

基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところである

が、今後、更に就業構造の変化、制度の成熟化の進展等に対応し制度の安定化と公平化を

図るため、次のような再編成を推進するものとする。

1.被用者年金制度の再編成については、財政単位の拡大及び共通部分についての費用負

担の平準化を図ることを基本として、これを行うものとする。

2.被用者年金制度の再編成を進めるに当たっては、各制度の目的、機能、過去の運営努

力等についても配慮し、各制度が今後21世紀にかけて成熟化する段階において以下

のような漸進的な対応を進めつつ、その統一的な枠組みの形成を目指すものとする。

(1)再編成の第一段階として、既に民営化・株式会社化しており、かつ、成熟化が最

も進行している日本鉄道共済糸l合、日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済

組合を、平成9年度に厚生年金保険に統合する。その際、統合前のり切間に係る給付

費については、費用集担の平準化を図りつつ、被用者年金 llill度全体で支え合う措

置:を言体ずる。

(2)国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合にういては、それぞれの成熟化の状

況等に応じ、財政再計算時ごとに将来の只イ
・
政見通し等について分析を行い、公務

員制度としての在り方をも踏まえつつ、まず両制度において財政安定化のための措
「

l

を検討する。

(3)農林漁業団体職員共済組合については、構成団体の組織圏雨の進展が制度基盤に

与える影響を、また私立学校教職員共済組合については、その成熱化の進展等を略

まえつつ、財政再計算Π寺ごとに将来の財政見通し等について分析を行い、被用者年

金制度全体の中におけるそれぞれの制度の位置付けについて検討を行う。

3.被用者年金制度の再編成を進めるに当たつては、制度運営に関する適切な情報の公開

を行うとともに、社会保障制度審議会年金数理部会に要請し、制度の安定性、公平性

の確保に関し、財政再計算時ごとに検証を行うものとする。

4.年金現業業務については、制度運営の適正化・効率化及び加入者。受給者サービスの

向を図るため、基礎年金番号の導入等その統一的な処理を推進する。
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公的年金制度の一元化の推進について

〔番
成1曇

「
31116[〕

就業構造の変化、制度の成熟化の進展等に対応し公的年金制度の安定化と公平化を図る

ため、公的年金制度の一元化を推進してきたところであるが、今後、次に掲げるところによりそ

の更なる推進を図るものとする。

1公的年金制度の一元化については、財政単位の拡大及び共通部分についての費用負担

の平準化を図ることを基本として、統一的な枠組みの形成を推進することとし、当面、

以下のような対応を進める。

(1)農林漁業団体職員共済組合については、平成14年度に厚生年金保険に統合する。

(2)国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合については、ともに公務員という職j或

に適用される年金制度であることから、両制度の財政単位の一元化を図る。このため、

速やかに具体的な枠組みについて検討を進め、次期財政再計算はこの只オ政単位の一元

化を前提として実施する。

(3)私立学校教戦員共済については、公的年金制度に係る共通部分についての費用負担

の平準化を図る見地から、次り馴財政Ff計

"il「

キからの保険料引上げの前任1しを行うべく

検討を行う、また、、彼用者年金制度における私立学校教職員共済の位置付けについて、

上記の国家公務員共済湘l合及び地方公務員共済組合における検ネlと Lヽ行して、次期只イ・

政再言卜算時までに具体的な検討を行い、その絆i果を路まえて必要な措置を講ずる。

2さらに、被用者年金制度の統一的な枠組みの形成を図るために、厚生年金保険等との

財政Hl位の一元化も含め、更なう材・政単位の拡大と費用負担の平準化を採|るための方策

について、被用者年金制度カウ戒熟化していく21世紀初頭のF‐1に結論が得らオ磁5よう検

討を急く
゛
。

3社会保1障審議会に年金数理に関する専門的な知識、経験を有りる者等から構成さM
部会を設け、当該部会において被用者年金制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再

計算時における検証のほか、毎年度の報告を求めることを要請するものとする。

あわせて、同部会において、被用者年金制度の一元化の具体的な措置が講じらオ%際
の具体的な費用負担の在り方等について、年金数理的な観点からの所要の検討、検証が

なされるよう要請するものとする。
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用語解説

01階部分

公的年金の年金給付のうち基礎年金に相当する部分。年金額は、「加入期間×一定額」で算

定される。定額部分 ともいう。原則として、65歳以上の者に給付される。本報告書では、各制

度が毎年拠出する基礎年金拠出金を、各制度の 1階部分として、検証している。なお、被用者

年金では 65歳未満の者にも定額部分が支給されるが、ここでは 2階部分の一部として扱つて

いる。

○永久均衡方式

年金財政の将来見通し作成の基準として、将来にわたるすべての期間で収支の均衡が図られ

るように財政計画を作る方法。

○恩給制度等の制度主体

恩給等は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職又は死亡した場合などに、生活の支えとな

るものとして、国等が使用者として給付するものである。その実施者と費用負担者はlf業主た

る国、地方公共団体等とされてきた。なお、恩給等が適用された公務11は体給の一枷;を 国力li等

に納付 していた。また、現在も恩給期間だけを有する者への給付は思給1調度から支出されてい

る。

○学種

学校の種別。私学共済では、大学、知1大、高専、高校、中学、小学、幼稚閑、盲・ろう。養

護、各種、専修に分けている。

〇確率的将来見通 し

将来推計に使用する前提が確率的に変動するものとして、シミュレーションを多数回行い、

将来推計の姿を一つのパターンではなく確率分4rの形で把握するもの。将来の姿の実現度合が

わかるため、1子来の対策の検討に活用できる。

〇学齢対象人口

各々の学校の種別の対象となる児童 。生徒の年齢の人口。

私学共済の平成 21年財政再計算において、将来の被保険者数を推計する際に使用された。

学校の種別により、就学する年齢が異なるため、雇用される教職員の数も変わってくる。

○過去期間分 口将来期間分別給付費

午金給付費を、その算定の基となる加入期間で分けたもの。過去期間分は、加入期間のうち

基準時点 (平成 21年度末)以前の期間に係る給付費であり、将来期間分は基準時点以降の期
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間に係 る給付費である。

○加入年齢分布率

財政再計算の将来推計の際、新規加入者を年齢別に振 り分けるために使用する率。

○感応度分析

財政再計算で使用 した前提の変動が、財政再計算結果にどのように影響を及ぼすかを分析す

る方法。動かした前提の計算結果に対する影響度合いが分かるため、その前提の変動による結

果の変動がある程度予測できる。

○基礎数

財政 lll計算で使用される初期データ。将来見通しのシミュレーションの最初 となる値。一般

には財政再計算時点で得られているJ渋新の被保険者、受給者の統計や決算結果等が使用される。

この最新のデータ年度と財政再計算の基準時点とが異なる場合には、財政再計算の基4た時点ま

で、別途計算 した結果が使用される6

0基礎年金拠出金

基礎年金給付費及び基礎年金相当給付費を公的年金各1制度で分担して負担する分として、国

民年企の基礎年企勘定に″1付又は繰 り入れる金額のこと。公的年金各制度は、基礎年金給付費

と基礎年企相当給付費の合計額から所定の特別国ナ11負 担の額を控除した額を、‖iJ度力日入者の規

模 (基礎年金拠出金算定対象者数)に応 じて分担 して拠出する。

○基礎年金拠出金算定対象者

国民年金にあつては保険料納付済期 ||り又は保険料免除期 1問 (全額免除を除く。)を有する第

1号被保険者 (任意加人も含む。)、 彼ナIJ者年企にあっては第 2号被保険者で 20歳以上 60歳未

満の者及び第 3号被保1食者

○基礎年金拠出金に相当する保険料率

各制度の毎年度の基礎年金拠出金 (国庫 。公経済負担分を除く。)の 当該年度の標準報lllll総

額に対する比率。保険料で負担している基礎年金拠出金の規模を保険料率ベースで比較できる

ようにしたもの。

○基礎年金交付金

昭和 60年改正前の国民午金及び被用者年金 (旧 法年金)の給付費のうち基礎年全に相当す

る給付の支給に要する費用 (基礎年金相当給付費)に充てる分として、国民年金の基礎年金勘

定か ら国民年金 (国民年金勘定)及び彼用者年金各制度に繰 り入れられる又は交付される金額。
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○基礎年金交付金を控除

厚生年金 と国民年金の将来見通しでは、収入、支出 (及び給付額)か ら基礎年金交付金を除

いて計算されていること。

○基礎率

財政再計算における将来推計のシミュレーションで、被保険者数や受給者数等が今後どのよ

うに変化 していくのかなどを推計するのに用いられるパラメータ。

○旧国民年金

昭和 61年の基礎年金導入前の国民年金法に基づき裁定された年金。新規裁定がほとんどな

いため、減少傾向にある。

○旧年金数理部会

平成 12年度まで旧総理府社会保障1刊度審議会に設置されていた年金数理部会。

○給付水準

午企給付の水準。現役世L代の手取 り賃金に対する年金の比率 (所得代林率)で測られる。平

成 16年改正で、厚生年金の給付水準は、年金受給開始時点での所得代林率が 50%を 上回るも

のとされた。ただし、単身者や標準報,V‖ が平均と共なる場合の所得代替率は異なってくる。ま

た、65歳以降は物価スライ ドとなるため、年齢とともにこの比率はおおむね低下する。

「標準的な年企」、「所得代替率」参照。

○給付水準の下限

老後生活の基本的部分を支えるという公的年金の機能を果たすために設けられた水4t。 厚生

年金では、標4t的な年金の受給開始時 (65歳 )における所得代替率でみて 50%が下限とされ、

これを1静:保するものとされている。

○旧法の共済年金

昭和161年の基礎年金導入前の制度で裁定された共済年金。算定方法が、最終の体給 (手当

を含 まないもの)若 しくは退職前の一定期間の平均の体給の一定割合とされており、馬1生年金

や現在の共済年金と異なっている。そのため、厚生午企 と直接比較することは困難であり、比

較する際には一定の前提を置いた推計が必要となる。

○経済前提、経済的要素

財政再計算で使用される基礎率の一種。物価上昇率、賃金上昇率及び運用利回 りが使用され

る。公的年金の財政では、それぞれの間の差が意味をもつため、これら三者の間の整合性を勘

案 して設定される。
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○現価

将来の価額をある時点 (基準時点)の価値に換算したもの、又はその累計。年金は長期間にわたる

ものであり、その間の運用などの経済活動により、時点が違うと保険料や年金額等の価値が違ってく

る。これら異なる時点における金額をそのまま同等に扱 うことは適切ではないため、ある時点の価値

に換算 したものを使用する。換算には、運用利回りや賃金上昇率が割引率として用いられる。また、

将来の各年度の推計値の現価のほか、これらを基準時′点まで積み上げた額も現価という。

○高在老方式

65歳以上の老齢・退職年金の在職支給停止の方式。老齢厚生年金、退職共済年金の年金額を

12で除 した額 (晃本月額)と 総報酬月額相当額に応 じて、次のようになっている。低在老を参

員R。

・基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 48万円の場合 全額支給 (支給停止はなし)

・共本月額 +総報四‖月額相当額 > 48万 円の場合

支給停止額=(人本月符i十 総報1911月 額相当額-48万 円)■ 2× 12

0公的年金制度の一元化

就業構造の変化、年金1刊度の成熱化の進展等に対応し公的年金制度の安定化 と公平化を図る

ため推進 されてきている。これまで、八礎年金lJ度の倉1設、船夕t保険、旧三公 ILの年金制度、

農林年金が厚生年金と統合したことなどがある。また、この一元化への対応 として、平成 16

年川
・
政口「計算では、国共済と地共済では財政11位の一元化が、私学共済では保険料率引上げの

前倒 しが行われた。

○公的年金の被保険者

公的年金制度がi直用されている者。被用者年金の彼保険者 と国民年金の第 1号彼保険者と第

3サ被保険者に分かれる。国民年金の第 1号被保険者は原則 20～ 59歳 であるが受給資格川問

が足 りない場合は、その後 64歳まで国民年金に任意加入できる。第 3号彼保険者は、第 2号

被保険者の被扶養配偶者で 20～ 59歳の者である。

被用者年金の彼保険者のうち、65歳以上の老齢年金の受給権者を除く者が国民年金の第 2号

彼保険者であり、国民4F金の第 1号、第 2号及び第 3号被保険者数の和は、公的年金の被保険

者総数よりも少ない。

○公務上の給付

共済年金で、公務、職務若 しくは通勤による傷病が支給事由となる障害年金や造族年金の給

付。年金額は、職域部分について通常の算定式より高い乗率を用いて算定される。

○国共済+地共済

平成 16年の制度改正で国共済と地共済の財政単位の一元化が図られ、財政再計算では、両

制度合算した財政見通しが示されている。この合算した場合の表記として、「国共済十地共済」
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を用いた。

○国庫・公経済負担、国庫・公経済負担割合の引上げ

基礎年金拠出金に係る国庫 。公経済負担は、平成 16年改正で 3分の 1か ら2分の 1に引き

上げられた。ただし、平成 20年度までは経過措置がある。なお、国庫 。公経済負担とは、国

庫の他、地方公共団体、郵政公社や独立行政法人による負担である。

〇雇用保険による支給停止

60歳以上の年金受給権者で雇用保険を受給している者については、その間老齢年金が一部停

止 される。対象 となる失業給付は、求職者給付の基本部分及び、高齢者雇用継続給付である。

○再加入率

彼保険者数の見通しを作成する際、新たに加入者となる者の うち、過去に当該制度の被保険

者であった者の割合。厚生年金で使用。

○財源 と給付の内訳

年金制度の収入 と支出について、将来見通 しの期1用 の現価を対比させたもの。年金の財政見

通 しから、保険料、国力に。公経済負担及び給付費等を基準時点での額に運用利回りにより換算

して、表示することで、収支のバランスを集約 した形でみることができる。なお、過去期間と

将来期間に分制されているが、公的年金の只オ政方式はf黄立方式ではないことに用意する必要が

ある。

○最終保険料率

平成 21年の財政検証・財政再計算では段階的に保険料率を引き上げていくこととしている

が、その引上げが終わつた後の保険料率。引上げ終了後、収支見通しのi渋終年度 (2105年度)

までの期間が長いため、最終保険料率の水準が年金1又支や 2105年度の積立度合に大きな影響

を与える。

○財政均衡期間

財政計画を立てる際に、年金制度の財政の均衡が図られるようにする期間。以前は永久期日1

としていたが、平成 16年の財政再計算からは、有限均衡方式の導入に伴って、基準時点以降

おおむね 100年間 (平成 21年財政検証・財政再計算では 2010年～2105年 )と された。

○財政計画

財政再計算で、収支が均衡するように、保険料率の引上げ方や給付水準の調整の仕方を決め

ること。
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○財政検証

平成 13年 3月 16日 付けの閣議決定により、社会保障審議会年金数理部会で行 うことになっ

た、被用者年金制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再計算時に行 う検証。

○財政再計算

年金財政 とその計算に使用する基礎数、基礎率を見直し、財政計画の見直しを行 うこと。ま

た、その結果 として、実際の保険料 (率)を改定すること。なお、平成 16年では全制度とも

財政再計算を行つたが、平成 16年の制度改正で保険料水準固定方式となつた厚生年金、国民

年金は、以後は財政再計算を行わず、財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間にお

ける見通 しを作成すること (財政検証)と なった。

O財政再計算の前提

財政再計算に,11い られる基礎率や将来の彼保険者数の見通し。前提は、財政再計算の対象期|

間について予測されて設定される。時間とともに変化するように設定されるものと固定値 とさ

れるものがある。前提によっては、財政再計算結果に大きく影響するものもあり、その設定に

は細心の注意を必要とする。

○財政指標

年金財政を1食証する際などに使用される指標。年企扶養比率、総合費用率、独自給付費用率、

収支比率、、保険料比率、積立比率がある。

○財政単位の一元化

保険料率の設定集団を一つとすること。使用する基礎率から合わせて財政ノj計算する場合か

ら、各々の費り月等の将来見通 しを計算してから合算して保険料率を設定する方法まで様々であ

る.口共済と地共済の財政ηt位の一元化は後者の方である。

0財政調整のルール

平成 16年の財政再計算で国共済と地共済の財政Цt位の一元化が図られたが、実際の財政運

営は別々に行われる。そのため、両1刊度間の財政に差が生じ、財政運営が困難になることを避

けるため、lllll制 度間で財政調整を行 うこととされている。 この財政調整のルールとしては、

費用負担の平準化のための財政調整 (財政調1盗A)と年金給付に支障を来さないための財政調

整 (則
・
政調整 B)が ある。

○財政的なリスク (規模が小さいことに起因する)

共済年金のように、年金制度の被保険者数が少ない場合、ある事業所や組織の統廃合、分離、

民営化等により、彼保険者数が大きく動く (減少する)場合がある。これは、財政再計算の見

通 しとお りに推移 しなくなるおそれがあることを意味している。この変動の可能性 (リ スク)

のことを、 (規模が小さいことに起因する)財政的なリスクという。
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○財政の現況及び見通 しの作成 (財政検証 )

平成 16年の制度改正で、厚生年金、国民年金については、今後は財政再計算は行わず(少
なくとも5年ごとに、「財政の現況及び財政均衡期間における見通しの作成」を行 うこととな

った。ここで、財政均衡期間とはおおむね 100年間とされ、また、この現況及び見通しが作成

された場合は、速やかに公表するものとされている。そして、この現況及び見通しの作成時の

次の作成時までの間に給付水準が 50%を 下回ることが見込まれる場合は、マクロ経済スライ ド

の調整の終了等の措置を講ずるとともに、給付及び負担の在 り方について検討することとされ

ている。

○再評価前・後

年金給付の額の算定では、過去の標4E報円1を再評価 したものを使用しているQその再評価を

行 う前の標準報111が再評価前、再評価 した後のものを1]手 評価後という。

OGDP比 (年金数理部会による)

厚生年金 。
「

1民年金の平成 21年財政検証では、コブダグラス型の生産関数を用いて 2039年

度までの GDP等 のマクロ経済をlイた計しているが、2040年度以降について、lt金上ツト」年が名目

2.5%と いう経済前提に性合的になるように年金数理部会で|(た 計を延長し、その CDPに対して

公的イ
1二金給付費等の比率を算|llし ている。

○支給開始年齢の引上げ

現在、彼りIJ者年金の老齢・退職年企では、本則上は 65歳 から年金が支給されることとなっ

ているが、経過措riと して、6o歳から特)夕l支給の年金が支給されることとなっている。この

60歳 という年齢は、順次引き上げられている。現在、特別支給の老齢・i量職イ|=金の定額部分で

支給開始年齢の引上げが行われている。厚生年金の女子については、2006年度からはじまる。

定額部分の引上げが終了した後、1暇 llJll比 例枷S分 も引き上げられることとなっている。

○失権率

年金の受給権がなくなることを失権といい、この人権の一年FI]の 発生率を失確率という。年齢別

に示すことが多い。老齢 。退職年企では、失権tl「 由は受給権者の死亡のみであり、死亡率と同じと

なる。その他の年金では、死亡以外に、障害年金では障害の程度の回復があり、遺族年金では再婚

や養子になったとき、さらに子、係では 18歳に,1達 したことなどがある。

○実質的な支出

年金制度が、その本来の姿で、すなわち保険料収入、運用収入及び国庫・公経済負担で賄 う

ことになる支出のこと。

実質的な支出=給付費十鬼礎年金拠出金十年金保険者拠出金十その他の拠出金

一基礎年全交付金一国共済組合連合会等拠出金収入一追加費用

一その他の拠出企収入
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○支払準備金

年金の実際の支払いが滞 りなく行 うことができるだけの積立金。年金制度は保険料収入、国

庫 。公経済負担、運用収入と給付費のキャッシュフローの時点のずれがあるため、一定の資金

が必要 となる:平成 16年財政再計算で導入された有限均衡方式の下では、財政均衡期間の最

後において支払準備金程度の積立金を確保するとされ、積立度合によりその規模が設定されて

いる。

○死亡率の改善

老齢・退職年金や遺族年金の主たる失権理由は、受給1権者の死亡である。したがつて、死亡

率の動向は今後の年金給付に大きな影響を与える。平成 16年財政再計算から、全市1度で、将    ・

来推計人口で用いられた死亡率の改善と同様の死亡失権率の改善を織 り込んで計算 している。

○収支比率

財政指標の一つ。保険料収入 と運用収入の合計に対する、実質的な支出のうち自前で財源を

賄わなければならない部分 (実質的な支出から国庫。公経済負担を除いたもの)の比率である。

この比率が 100%を超えると、村i立企を取り崩す必要が出てくる。

○受給者

年金を受給 している者。毎年の決算等では、受給権をもつている「受給権者」と全額支給停

止 となっている者を除いた「受給者」を区別しているが、財政再計算の場合は、すべて受給者

でみている。

○将来推計人口

国立社会保障 。人口|‖1題研究所が、国勢調査等のデータをもとに、 5年ごとに作成 している

将来の人口の見通し。財政再計算で将来の被保険者数を設定する際に使用される。

○将来見通 しの推計方法

年企 1訓度の収入や支出等の財政見通 しや被保険者数、受給者数の見通しの計算方法。

○職域部分

共済年金の報llll比 例部分のうち、厚生年金の報酬比例相当部分の上積みとして加算されてい

る部分。新法の共済年金の報酬比例部分の額は、厚生年金 と同じ給付乗率で計算される額に、

別に定められた給付乗率を用いて計算される額を加算した額であるが、その加算される額のこ

と。組合員期間により乗率が変わるほか、厚生年金にはない支給停止事由もある。 3階部分と

もい う。

○職域部分を除 く給付に係る保険料率

共済年金の保険料率のうち、共済年金の給付の職域部分がなかったと仮定したときの保険料
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率を推計したもの。財政再計算で見込まれた保険料率を、各年度ごとに、その年度の 1階部分、

2階部分、3階部分のそれぞれの給付に対応するものとして、一定の前提を置いて仮に振 り分

けたもの。制度間の公平性の検証で使用。保険料率は、制度 として将来の均衡が図られるよう

に一体として設定されているが、この振 り分けは、各年度ごとに機械的に行つているため、そ

れぞれの給付の部分ごとに見た場合、均衡がとれているとは限らない。振分けの際に使用する

職域部分の給付費は、昭和 60年改正前の旧法で裁定された者の年金が退職時等の体給比例と

なっているため、一定の前提を置いて算定している。厚生年金との比較のために使用されるが、

給付の制度的な違いもあり、厳密な算定ではないことに留意が必要。

○所得代替率

「標準的な年金 (夫婦二人の年金月額)」 の 「現役 (男子)の平均手取 り年収 (月 額換算)」

に対する比率。年金の給付水準を測る指標。

「給付水準」、「標4t的 な年企」参照。

○初任年齢グループ

私学共済の基礎数やブ基礎率で使用される彼保険者の区分方法。彼保険者の新規加入時の年齢

により区分 (現在 10グループ)している。

○スライ ド調整率

マクロ経済スライ ドの基とされる率。「公的午金の被保険者数の減少率の実績 (3年平均 )」

と「平均余命の延びを171JJ案 して設定した一定率 (0.3%)」 との合計で設定される。

O生産年齢人口

15歳以上 65歳未満の人口。将来の被保険者数の見込みに利用される。

○生存脱退、死亡脱退

ある年企制度の被保険者が当該市1度から脱退するパターン。生存脱退は、退職等でその制度

の彼保険者ではなくなること。死亡脱i■ は死亡により被保険者でなくなること。

○制度の成熟、成熟度

公的年金1刊度は、年齢や一定の納付り切間等を年盆受給要件としているため、制度発足当初は

受給者はほとんどいない。その後時間の経過とともに、年金受給者が増えてくることになる。

また、これに伴つて、年金額が増加 し、また積立金は急激な増カロから、その後一定水準を維持

するという動きを示す。これらの動きを年企制度の成熟という。その程度をみる指標としては

年金扶養比率が用いられている。

○総合費用率、総合費用の保険料換算

財政指標の一つ。実質的な支出のうち自前で財源を賄わなければならない部分 (実質的な支
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出から国庫・公経済負担を除いたもの)の、標準報酬総額に対する比率。積立金及びその運用

収入がない状態で、単年度ごとに完全な賦課方式の財政運営を行つた場合の保険料率に相当し、

純賦課保険料率 とも呼ばれる。なお、国民年金では、標準報酬 という概念がないため、総合費

用の保険料換算を使用 している。

○待期者

過去において当該制度に加入 していた期間がある者のうち、その時点で被保険者でも受給権

者でもない者。財政再計算で将来の年金受給者数等を推計するのに使用。毎年の決算や事業報    '
告等には出てこない。脱退時の記録 しかないことが多く、その後の死亡等の動きを織 り込んだ

上で計算に使用 される。年金受給までの力l間 を待つ者 との意味ともいわれる。地共済の待機者    ・

も同意。

○対生産年齢人口割合

共済午金の組合員数の生産年齢人口に対する害1合。国共済及び地共済の財政再計算において、

将来の被保険者数を設定する際に使月]さ れた。

○脱退力と脱退率

彼保険者が当該制度から脱iユする確率であり、財政 i与計算のシミュレーションで、その一年

‖]に どれくらいの被保険者が被保険者でなくなるかを計算するために使用される率。脱退の要

lAlに は死亡、障害、その他等複数あるため、計算の都合上、一般的には1'ι 退力が使用される。

○段階保険料方式

保険11}(率 )の設定の方法の一つ。平準保険料率のように将来にわたって変わらない保険料

率を設定するのではなく、年を追うごとに保険料率を引き上げていく設定の仕方。保険料率を

必要な率に一挙に引き上げることが困難な場合に使用される。積立水4たは平準保険料方式の場

合よりも低くなり、必要な引上げが終了した後の保険料率は、一般的に、平準保険料率よりも

高くなる。

○賃金上昇率

則
・
政「II・ 計算の標準報l1911の 推計で用いる。定期昇給分のような、年齢とともに賃金が上昇する    .

要素を除去 した一人当たりの標4tttlWllの変動率である。

○追加費用

国共済と地共済の制度発足 (それぞれ昭和 34年、同 37年)前の恩給公務員期間等に係る給

付の費用を恩給制度等の制度主体であつた国や地方公共団体等が負担している額のこと。整理

資源 とll乎 ばれることもある。

○積立金の運用収入分及び取崩し分の料率換算
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積立金の運用収入及び取崩 し分の標準報酬総額に対する比率。積立金の効用を測るもの。運

用収入や取崩 しによって保険料率がどれくらい軽減されているかがわかる。

O積立度合

前年度末に保有する積立金が、当該年度の支出の何年分に相当するかを示す指標。有限均衡

方式での財政再計算のメルクマールとなっている。積立比率が年金財政を負担面から見るのに

対 し、積立度合は給付面から見ていると言える。

○積立比率

財政指標の一つ。実質的な支出のうち自前で財源を賄わなければならない部分 (実質的な支

出から国川i。 公経済負担を除いたもの)に対する前年度末に保有する積立金の比率。前年度末

積立金でどのくらいの期間制度から給付できるかを示 している。

○定款

共済組合の目的、名称や組織、 lf業を記したもの。共済年金の保険料率は、法律ではなく、

それぞれの定款にメキかれている。私学共済では、共済規程がこれに相当する。

○低在老方式

在職中の 65歳未満の特別支給の老齢 。退職イ11金 の受給権者に関する支給停止の方式。老齢

厚生年金、退職共済年金 (定額部分相当額、経過的加算相当額、繰上げ調1修額を含む。)の年

企符1を 12で除 した額 (基本月額)と 総報,引1月 額オロ当額に応 じて、次のようになつている。 「高

在老」参1暉。

・

'1曇

本月額十総報lWl月 額相当額 ≦ 28万円の場合 全額支給 (支給|:i止はなし)

・基本月額十総1猥醐1月 勾財目当符i>28万 円

かつ 基本月額≦28万円、総報lul月 額相当額≦48万円の場合

支給停止額=(基本月額十総報酬月符1相 当符i-28万 円)■ 2× 12

・基本月額≦28万円、総報酬月額相当額>48万 円の場合

支給停止額=((48万円+来本月額-28万円)÷ 2

+(総 報lWl月 額相当額-48万円))× 12

・基本月額 >28万 円、総報llll月 額相当額≦48万円の場合

支給缶1止額=総報llll月 額相当額■2× 12

・基本月額 >28万円、総報酬1月 額相当符1>48万円の場合

支給停止額=(48万円■2+(総報酎1月 額相当額-48万円))× 12

0デュレーション

債券等においては、その残存年数の加重平均となっている。金利に対する価格感応度の意味

を持つてお り、長期金利が短期金利よりも高くなる状況では、デュレーションが長くなるほど

金利が上昇する一方でリスクも大きくなる。
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本報告書では、公的年金の財政見通 しにおいて、将来発生するキャッシュフローについて、

発生するまでの期間を現価で加重平均することによリデュレーションを算出している。

・ 〇独自給付費用率

実質的な支出から基礎年金拠出金を除いた独自給付費のうち保険料収入 。運用収入によって

賄 う部分の標準報酬総額に対する比率。

〇特別国庫負担                                      ・

国民年金の保険料免除期間に係る給付費や 20歳前障害に係る障害基礎年金に関する国庫負

担、旧国民年金法の老齢年金の嵩上げ加算分や 5年年金の給付費に関する国庫負担など、基礎    
・

年金給付費や基礎年企相当給付費に含まれる費用に関する国庫負担。なお、このほかに、国民

年金の付加年金に係る給付費や被用者年金の昭和 36年 4月 前期間に係る給付費など、基礎年

金給付費や基礎年企相当給付費に含まれない費用に関する国川i負担もある。

02階部分

厚生年金の年金給付のうち油ull比例部分。共済年金については、l職域部分を除く報円‖比例部

分。

020歳前障害基礎年金

初診日が 20歳前にある傷病に係る障害で、障害認定日において一定以上の障害がある者に

支給 されている障害基礎年金。

○任期制自衛官

勤続年限を限つて任官する自衛官。陸上自衛隊は 2年、海上、航空自術隊は 3年を任期とし、

2年の延長が可能。任期が終了すると退官し、公務員ではなくなるため、通退相当の年金が出

る。

〇年金種別

年金給付の うち、老齢・退年相当、通老 。通退相当、障害、遺族、その他の区分

〇年金数理人

厚生年金基金、国民年金基金及び確定給付企業年金制度が適正な年金数理に基づいて運営さ    .
れているかを、力Л入員の年金受給権の保護の観点から検証する年金数理の専門家。厚生年金基

金制度では、年金数理人が継続的にその財政状況等を観察 していく制度が導入されている。年

金数理人の要件は、①基礎学力として日本アクチュアリー会の正会員であること、②実務経験

として年金数理の実務に 5年以上 (う ち、2年は責任者 としての実務経験)があること、③十

分な社会的信用を有することである。
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〇年金制度間の公平性

制度により給付と負担に差がないこと。年金数理部会の財政検証では、制度間で、過去の運

営状況等を考慮 した上で、同じ年金給付に対する保険料水準に差がないこと、とい う観点でみ

ている。

〇年金制度の安定性

将来にわたって、安定的に年金制度を運営していけること。年金数理部会での検証では、制

度の財政運営の考え方により、厚生年金と国民年金では、「給付水準が急激に引き下げられる

おそれや老後生活の基本的部分を支えられなくなるおそれのないこと」、共済年金では、「保険

料率が急激に引き上げられるおそれや負担が過大なものとなるおそれのないこと」とい う観点

でみている。

〇年金扶養比率

財政指標の一つ。被保険者数の老齢・退年相当受給権者数に対する比率。一人の老齢・退1■

相当の受給権者を、何人の被保険者で支えているかを示す指標。なお、受給権者の対象が老齢・

退イ1琳目当であるため、この年金扶養比率を補完する指標として、年企種炒l費用率がある。

〇年齢相関

遺族年金の新規発生者を推計する際に、遺族年金の受給者の年齢を決めるために使用される。

死亡 した彼保険者などとの年齢の関係を示している。

○被扶養配偶率

被用者イート金の第 2号被保険者がどれ くらい彼扶養11己伸l者をもつているかという害1合。その11

度での第 3号被保険者数の推計に用いられる。

○被保険者

年金1:J度 に加入している者。国共済や地共済では組合員、私学共済では加入者 と呼ばれてい

る。

○被用者年金制度

彼用者に適用される公的年金制度で、現在、厚生午金、国家公務員共済年金、地方公務員共

済年金及び私立学校教職員共済年金がある。

○標準的な年金

夫が当該制度の平均賃金で 40年間加入し、妻が 40年間専業主妬|であつた場合の「夫婦二人

の年金月額 (夫婦二人の基礎年金額 と夫の報酬比例年金額の合計)」 。被用者年金の給付水準を

みる際に使用される。
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○標準報酬指数

財政再計算で将来の報酬の変化を推計する際に、年功など年齢や勤続期間による上昇を織 り

込むために使用する。なお、経済の変化による報酬の変動は賃金上昇率で考慮される。通常は

年齢別に設定され′る。

○フォワー ド金利

満期の違 う債券価格から計算される、市場で想定される将来時点の金利。

○賦課方式

年金制度で、各年の支出をその年の収入で賄 う財政方式。対角にあるのが積立方式であるが、

両者の間にも多くの段階がある。現状で各制度がどちらであるかと区別することは困難なこと

が多い。なお、日本の公的年金は、制度設立当初は平Цt保険料方式を採 り積立方式であつたが、

現在は賦課方式を基本 としている。

O平均手取 り年収

被保険者の年1反 から、租税や社会保険料等を控除した後の手取 リベースの年収。

0平均余命の延び

1子来1■計人口の作成の際に設定された死亡率の改善による 65歳の 平`均余命の改善度合。マ

クロ経済スライ ドの設定で考慮された 0.3%は 、その平均1立であり、今後の年金受給期‖1の延

びを調整をするため入れられた。

○平準保険料方式

時‖ll的 に一定水準を保つ保険料 (率)水準で財政1又支を図る方式。時間的に変 fヒする給付費

を変 lJIJlの 少ない拠出水準により賄 うように計耐1するもの。保険料の拠出を前提として受給|た が

与えられる公的年金の給付費は、11度発足当初にはほとんどなく、制度の成熱とともに増大す

るとい う経i邑 をたどる。このような1列度で平準保険料方式を採った場合には、制度が未成熟な

段 1籍では収入が支出を上回り、積立金が積み上がるが、制度が成熟した段階では、実際の拠出

保険料と積立金の運用収入で給付費を賄つていくとい う形で、拠出は平準化される。

○平成 16年度 口平成 21年度価格

1■来見通しの各年の数値を平成 16年度・平成 21年度の価格に換算したもの。害1引 率として    ,
賃金上昇率が使用されている。

○報酬、給料、賞与等

被用者年金制度で、保険料や給付算定の基礎として用いられる。

「報酬」は、賃金、給料、体給、手当等、彼保険者が労働の対償 として受け取るものすべて

を含むが、そのうち臨時に受け取るもの及び 3月 を超える期間ごとに受け取る「賞与」は含ま
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れない。なお、地共済では、報酬の代わりに給料が使われている。これは、各地方公共団体等

が定めた給料表によるものであり、報酬には含まれる各種の手当ては含まれていない (こ のた

め、給料にかかる保険料率や平均給与月額算定における給料に一定割合 (1.25)を 乗じて調整

している。)。 私学共済では給与と称 しているが、報酬と同じ概念である。「賞与」は、被保険

者が労働の対償 として受けるすべてのもののうち3月 を超える期間ごとに受け取るものをい

う。

標準報lWll月 額は、被保険者の報酬月額をいくつかの階級に当てはめたもの。また、標準賞与

額は、賞与の千円未満を切 り捨て、150万円が上限である。財政再計算では、これらを合わせ

た年間の報llDllを 標準報酬総額としている。地共済については、給料の 1.25倍 としたものを報

llll月 額ベースとして、計算している。

O報酬比例部分

被用者年企給付の うち、彼保険者であった期間の報酬等をもとに算定される部分。現在は、

次式で計算される。

当該制度力‖入期‖1の 標準酬 |の平均×畑1入期rl× 給付乗率

○保険者

年金制度を管理・運営する者。被保険者の適用、保険料率の設定と保険料の徴収、年金の給

付、積立金の運用及び被保険者等の記録管理などを行 う。ただし、これ らの機能を復数の糾l織

で分担することもある。

○保険料水準固定方式

保険料 (率)の引上げi出程及び最終保険料率をあらかじめ決めてしまい、それによる収入の

範囲内で財政の均衡が図られるよう給付を調整することにより財政計lllllを 立てること。

○保険料比率

実質的な支出の うち自前で財源を賄わなければならない部分 (す なわち実質的な支出から国

川1・ 公経済負担を除いたもの)に対する保険料収入の比率である。

○保険料率の一本化

異なる年金制度で一つの保険料率を採用すること。

財政運営は別々に行 うため、財政の均衡を図るには、

と地共済の財政単位の一元化も同じ。

一元化の第一歩若しくは一形態といえる。

何らかの財政調整が必要となる。国共済

○マクロ経済スライ ド

社会全体の年金制度を支える力の変化と平均余命の延びに伴 う給付費の増力Πとい うマクロ

でみた負担能力 と給付の規模の変動に応 じて給付水準を調整するとい う考え方。公的年金の年

金額は、手取 り賃金の伸びや物価の変動を考慮して改定が行われるが、その改定の一部を、ス
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ライ ド調整率を基として調整 (改定率を減らす)するもの。保険料水準の調整期間の間適用さ

れ、給付水準は低下する。共済年金については、厚生年金で設定された数値がそのまま使用 さ

れる。

○有遺族率

死亡した被保険者や受給権者に遺族年金の受給権者になることのできる者がいる割合。

〇有限均衡方式                                       ・

年金の財政が一定期間で均衡するように、保険料 (率)や給付水準等を決めて財政計画を策

定する方法。平成 16年の制度改正で導入された。一定期間後の年金の財政が考慮されていな

いため、将来行われる財政見通しの作成や財政再計算では、見通 したとおり推移をして 1)、 財

政計画が見直される可能性がある。

○労働力率

人口に対する労働 している者 (就業者及び失業者)の割合。

○老齢・退年相当

被保険者期‖11が 老齢基礎年金の資格期間を満たしている 樅 過措置及び中高齢の特例を含む)

老齢厚4L年金及び退職共済年金並びに旧法の老齢年金及び退職年金のこと。これらの年金の受

給権者のことを指す場合 t,あ る。

この期間を満たさない老齢厚生年企、退職共済年金および旧法の通算老齢年金、通算退職年

金は、「通者・通選イll当 」という。

○割引率

現価を算定する際に使用される率。運用利回りがよく使われるが、賃金上ケiド率や物仲i li昇率が使用

される場合もある。年金呪11を算定する際には、有限均衡方式下のように対象り切間が有限であれば間

題はないが、永久均衡方式の下では、i写」引率は収入、文出等の伸び率よりも大きな値でないと計鏡1で

きない。
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(夕京3)
第 45回社会保障審議会年金数理部会

資料 2

平 成 23年 3月 28日

平成 21年財政検証・財政再計算に基づく公的年金制度の財政検証

要  旨

1.平成 21年財政検証・財政再計算に基づ く財政検証

この報告書で行 う平成 21年財政検証・財政再計算に基づ く財政検証は、社会保障審議会

年金数理部会が、平成 13年の閣議決定を受けて被用者年金制度の安定性 と公平性の確保に

関して行 うものである。 ここでは被用者年金制度に加え国民年金も対象とし、すべての公

的年金制度について検証を行つている。

2.公的年金制度の安定性の分析

(1)給 付水準と保険料率

厚生年金の標準的な年金の所得代替率は、マクロ経済スライ ドにより、当初の 62.3%か

ら緩やかに低下し、2038年度以降 50.1%と な り50%を上回る見込みである。

共済年金については、厚生年金 と同一のマクロ経済スライ ドを行った上で保険料率の引

上げにより財政の均衡を図るため、最終保険料率が国共済 0地共済で 19.8%、 私学共済が

19.4%と なる見込みである。

なお、保険料水準を固定している厚生年金の最終保険料率は 18.3%、 国民年金の最終保

険料は 16,900円 (平成 16年度価格)である。

(2)マ クロ経済スライ ド

マクロ経済スライ ドは、報酬比例部分について 2019年度、基礎年金部分について 2038

年度まで行われる見込みとなってお り、調整終了年度(各年度の調整率ともすべての制度

で同一である。その結果、厚生年金の標準的な年金でみた場合、給付が約 2割抑制 される

見込み となっている。

(3)主 な財政指標の見通 し

① 年金扶養比率

年金扶養比率は、各制度 とも 2070年度前後まで一貫 して低下 していく。2070年度には

公的年金制度全体 (基礎年金)で 1.0と なり、 1人の被保険者で 1人の老齢年金受給者を

支える状況である。その後は各制度 とも若干回復する傾向となっているものの、依然 とし

て厳 しい状況が続 く。

前回の平成 16年財政再計算 と比較すると、各制度 とも年金扶養比率は低下している (図

表 1)。
   図表 1 年金扶養比率の将来見通し

年度 厚生年金 国共済十地共済 私学共済 基礎年金

2010

2030

2070

2105

2.59

2.09

1.18

1.20

1.55

1.24

0.94

1.00

4.59

2.30

1.42

1.60

2.4

1.6

1.0

1.1

※ 今回の平成21年財政検証・財政再計算と前回の平成 16年財政再計算との比較

厚生年金 国共済 +地共済 私学共済 基礎年金

今回 (2100年度 )

前回 (2100年 度 )

1.19

1.66

0.99

1.20

1.58

2.45

1.1

1.4
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② 総合費用率

総合費用率は、各制度 とも 2070年度前後まで上昇 し、その後若干低下する。2030年度

までは、支給開始年齢の引上げ・マクロ経済スライ ドの効果により、上昇が抑制 されてい

る。

前回の財政再計算 と比較すると、ヤクロ経済スライ ドによる給付の抑制効果が大きくな

っているものの、今回の財政検証・財政再計算が上回る結果 となっている (図表 2)。

注 総合費用率は、支出額のうち自前で財源を賄わなければならない部分の標準報酎‖総額に対する比率で
ある。

図表 2 総合費用率の将来見通 し

※ 今回の平成21年財政検証・財政再計算 と前回の平成16年財政再計算 との比較

厚 生年金 国共済十地共済 私学共済

今回 (2100年度 )

前回 (2100年度 )

%

24.4

20.4

%

29.1

23.6

%

28.9

24.0

③ 保険料比率

前述の支給開始年齢引上げ・マクロ経済スライ ドの効果に加えて、保険料 (率)の 引上げ

の効果が働 くため、保険料比率は各制度 とも 2030年度前後までは上昇する。2030年度に

は厚生年金 。私学共済・国民年金では 100%を上回 り、その年度の実質的な支出の うち自

前で財源を賄わなければならない部分を保険料収入だけで賄える状況となっている。その

後、各制度 とも 2070年度頃まで急速に低下するが、以降は若千回復する。

前回の財政再計算 と比較すると、マクロ経済スライ ドによる給付の抑制効果が大きくな

っている効果や最終保険料率を引き上げた効果があるものの、今回の財政検証・財政再計

算が下回る結果 となっている (図表 3)。

注 保険料比率は、支出額のうち自前で財源を賄わなければならない部分に対する保険料収入の比率であ
る。

年 度 厚 生年金 国共済+地共済 私学共済

2010

2030

2070

2105

18.8

17.2

25.5

24.2

%

18.9

21.4

29.4

28.6

%

13.4

16.9

32.3

28.3

図表 3 保険料比率の将来見通 し

年 度 厚生年金 国共済+地共済 私学共済 国民年金

2010

2030

2070

2105

%

84

106

71

75

６

　
５

　
７

　
８

%
８

　
８

　
９

　
８

０

　
１

　
６

　
８

８

　
９

　
６

　
６

0/0

93.0

114.4

59.6

68.2

%

103.6

107.1

73.8

78.9

※ 今回の平成21年財政検証・財政再計算と前回の平成 16年財政再計算 との比較

厚生年金 国共済+地共済 私学共済 国民年金

今回 (2100年 度 )

前回 (2100年度 )

%

75。 1

89.8

%

67.6

79.2

O/。

66.7

76.3

°
/。

78.0

87.1
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(4)積 立金による保険料率の軽減効果

総合費用率と保険料率を比較することで、積立金による保険料率の軽減効果をみると、

各制度 ともかな り高い率 となっている。 ピーク時では、厚生年金で 7.4%、 国共済十地共

済で 9.8%、 私学共済で 13.4%の保険料率が軽減 されている。また、国民年金ではピーク

時で約 6,100円 (平成 16年度価格)の保険料が軽減 されている。各制度 とも前回の財政再

計算よりも軽減効果が大きくなってお り、積立金への依存度が高まっている (図表 4)。

図表4 積立金による保険料率の軽減効果の将来見通し

厚生年金 国共済+地共済 私学共済 国民年金

ピーク時

%

7.4
(2073年 度 )

%

9.8
(2073年度 )

%

13.4
(2065年度 )

円

6,100
(2072年度)

2105年度 5.9 8.8 8.9 4,500

注 国民年全は保険料の軽減効果であり、平成16年度価格である。

(5)給付現価

給付現価は、毎年度の給付費をすべて基準時点の額に換算し、それらを積み上げること

により、一時金換算で示したものである。ここでは、基準時点を平成 21年度末とし、運用

利回りで換算している。

各制度の給付現価は、厚生年金が 1,660兆円、国共済十地共済が280.1兆 円、私学共済
が25.5兆 円、国民年金が 220兆 円である。平成 21年度以前の過去期間に係る分の給付現

価は、厚生年金が 830兆円、国共済+地共済が173.4兆 円、私学共済が 13.2兆円、国民年

金が 120兆 円となっており、国共済+地共済、国民年金で過去期間分の占める割合が大き

くなっている。

前回の財政再計算から延長された期間である2101年度から2105年度 (厚生年金・国民

年金においては 2100年度～2104年度)の積立金を活用して賄 う部分の現価は、厚生年金

が 4.2兆円、国共済+地共済が 1.0兆 円、私学共済が 0.1兆円、国民年金が 0.3兆円とな
つている。

(6)デュレーション

デュレーションは、各々のキャッシュフローが発生するまでの期間を、そのキャッシュ

フローの現在価値 (現価)で加重平均したものであり、キャッシュフローの発生までの平

均期間を意味する指標である。積立金の運用収入や取崩しで賄 うべき純支出 (=支出=運
用収入を除く収入)のデュレーションは、厚生年金が 53.4年、国共済+地共済が 39.5年、

私学共済が 61.0年、国民年金が 55.7年となっている (図表 5)。 なお、金利変動に伴い賃

金 。物価が変動することを考慮した場合、デュレーションが短くなる可能性がある。

図表 5 公的年金各制度における純支出のデュレーション

厚生年金 国共済 十地共済 私学共済 国民年金

年

53.4

年

39.5

年

61.0

年

55.7
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(7)前 提を変更 した場合の影響

前提を変更 した場合の推計結果をみると、厚生年金の所得代替率は 43.1%(「 出生低位、

経済低位」)～54.6%(「出生高位、経済高位」)の範囲で変動する。また、共済年金の最終

保険料率は、国共済十地共済が 19.6%(「死亡低位」)～ 20.1%(「死亡高位」)、 私学共済

が 18.3%(「出生高位」)～ 20,7%(「出生低位」)の範囲で変動 している (図表 6)。

図表6 前提を変更した場合の推計結果

ケース

基本 出生高位 出生低位 死亡高位 死亡低位 経済高位 経済低位
出生高位
経済高位

出生低位
経済低位

マクロ経済スライ ド

調整開始年度
2012年度 2012年度 2012年度 2012年 度 2012年度 2012年度 2014年度 2012年 度 2014年 度

マクロ経済スライ ド

調整終了年度

報酬比例部分 2019年度 2015年度 2024年度 2017年 度 2022年 度 2018年度 20284F渥 等 2014年 度 2032年 度

基礎年全部分 2038年度 2033年度 2041年 度 2035年 度 2041年度 2037年 度 2043年 度 2032年 度 2048年 度

最終保険料率 (%)

厚生年金 18 3 183

国共済 97

地共済 19 7

私学共済 19 7 91

肇終の給付水準 (%)
(所得代替率 )

厚生年全 52 3 479 50 7 47 1 43 1

注 基本ケースの経済前提は、2020年 度以降、物価上昇率 10%、 賃金上昇率25%、 運用利回り41%
経済高位は2020年 度以降、物価上昇率10%、 賃金上昇率29%、 運用利回 り42%
経済低位は2020年 度以降、物価上昇率10%、 賃金上昇率21%、 運用利回 り39%
と設定している。

3.公的年金制度の公平性の分析

(1)保 険料率の振 り分け

保険料率は一体 として設定されてお り本来的には分けることはできないが、制度間の公

平性を分析するために、以下の方法で平成 21年財政検証 。財政再計算に基づ く保険料率を

機械的に振 り分ける。

:《保険料率の振 り分け方法》                        ・

:  基礎年金拠出金相当保険料率分を 1階部分の保険料率として先取 りし、残 りの料 :

率を当該年度の 2階部分 と3階部分の給付費で按分することにより、 2階部分及 :

び3階部分の保険料率を算出                       ::     Ψ  υ ド日 口 PノJVノ ЙЧ リベ 4■ ¬け てニタ■ μJ                                                     ・

2)2階 部分の給付に係る保険料水準

2階部分の保険料率は、短期的には違  図表 7 2階部分の保険料率の将来見通し

いがみられるが、全制度が最終保険料

率に達する 2030年度には、各制度 とも

ほぼ同じ水準 となる。その後、厚生年

金 と共済年金の間で少 しずつ差が生 じ、

長期的には厚生年金に比べ共済年金が

高い水準となる見込みでありt両者が

ほぼ同水準であつた前回の財政再計算‐‐

とは異なる状況となっている (図表 7)。

年 度 厚生年金 国共済+地共済 私学共済

2010

2030

2105

%

11.4

14. 1

12.5

%

11.0

14. 3

13.2

%

8.6

14.2

13.2

(参 考 )

前回の財政再計算
における2100年度

12.6 12.5 12.4

・4‐



(3)1階 部分の給付に係る保険料水準

1階部分の保険料率 (基礎年金拠出金相当保険料率)は、厚生年金と比べ共済年金で低
くなっている。この差は、各制度が頭割りで基礎年金拠出金を拠出する一方で、この定額
の拠出分を各制度により異なる標準報酬総額で料率に換算するために生じている。

(4)職域部分を除く給付に係る保険料水準

職域部分を除く保険料率 (1階部分と 図表8 職域部分を除く保険料率の将来見通し
2階部分の保険料率を合算 したもの)

をみると、全制度が最終保険料率に到

達する 2030年度以降は、厚生年金に比
べ共済年金が 1ポイン ト前後低い水準

で推移する。最終的に 2105年度では厚

生年金が 18.3%、 国共済十地共済が

17.4%、 私学共済が 17.3%と なってお

り、被用者年金制度間で差がみ られる。

なお、この差は前回の財政再計算に比べ若干小さくなっている (図表 8)。

4.公的年金給付費等の規模

将来の公的年金給付費等が日本経済全体においてどの程度の規模を持つかをみるために、
公的年金制度全体の給付費 (名 目額)の対GDP比を推計した。対GDP比は2010年度に8.9%、
・2105年度にfO.5%と なる見通しである (図表9)。

注 2040年度以降の GDPは、賃金上昇率が名 目2.5%と いう経済前提に整合的になるように年金数理部会

が機械的に算出した。

図表 9 公的年金給付費等の対 GDP比の将来見通し

年 度 給付費合計 保険料収入 公的負担等 積立金活用分

2010

2030

2070

2105

%
９

　
０

　
１

　
５

８

　
８

　
１

　
０

%

5.8

6.5

6.4

6.4

%

2.2

1.8

2.4
2.3

%
９

３

，
″

８

０

０

，
“

１

△

注 積立金活用分とは、公的年金給付費から保険料収入と公的負担等を除いたものであり、
積立金の運用収入や取崩しで賄 うべき部分のことをいう。

年 度 厚生年金 国共済十地共済 私学共済

2010

2030

2105

%

16. 1

18.3

18.3

%

14. 1

17.4

17.4

%

11.8

17.1

17.3

(参考 )

前回の財政再計算
における2100年度

18.3 16.5 16.5

‐
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5,総 合的な評価

(1)年 金財政の安定性について

年金数理部会 としては、以下の点からみれば、公的年金の財政の安定性は一定程度評価

できるものと考える一方で、以下に示すような様々な懸念事項があるものと考えている。

したがって、今後の動向を毎年度の決算状況等を通 じて把握 しつつ、引き続き公的年金の

財政の安定性にういて検証 していくことが重要である。

○ 評価のポイン ト

・ 基本ケ,ス における厚生年金の標準的な年金の所得代替率は、2038年度以降におい

て 50.1%で あり、50%を上回る水準である。

・ 基本ケースにおける共済年金の最終保険料率は、国共済十地共済が 19.8%、 私学共

済が 19.4%に とどまっている:

・ 現在の国債の 10年超のフォワァ ド金利 (2010年時点)は 2%を超える水準 となっ

てお り、直近の賃金の下落傾向を考慮すると、経済前提の実質的な運用利回 り (賃金

上昇率 と比較 した名 目運用利回 り)の 1.6%を上回らている。

・ 純支出のデュレーションが現在の債券運用のデュレーションを上回つてお り、順イ

ール ドの状況を考えれば、運用のデュレーションを長 くすることで、運用利回 りを改

善する余地がある。

○ 懸念事項
。 現在、日本経済は明確にデフレから脱却できている状況ではなく、前提 としている

賃金上昇率等が高めの設定になっている可能性がある。

・ 将来見通 しではマクロ経済スライ ドが 2012年度から2038年度まで毎年実施 される

見込み となつているが、景気循環による経済の変動により、マクロ経済スライ ドの実

施の遅れや実施できない期間が生 じてくる可能性があるσ
。 今回の財政検証における労働力率等は、例えば 30歳代前半の女性有配偶の労働力

率が 47.7%か ら65.8%へ、60歳代前半の男性が 70.9%か ら96.6%へ上昇するなど、

より多くの者が働 くことが可能 となった状況を想定した「労働市場への参加が進むケ

ース」に基づいて設定されてお り、今後の状況を注意深 く見守ってい く必要がある。

・ 出生、死亡、経済的要素の前提を変更 した場合、今回試算 したケースにおいても、

厚生年金の標準的な年金の所得代替率が 43.1%に なることもあり、また、共済年金の

最終保険料率は国共済+地共済が 20.1%、 私学共済が 20。 7%になることがある。

(2)制 度間の公平性について

制度間の公平性に関しては、「基本的には、制度間で、過去の運営状況等を考慮 した上で、

同じ年金給付に対する保険料水準に差がないこと」 とい う観点から検証 した。

被用者年金制度間の公平性は、 1階部分 と2階部分の給付がほぼ同じことか ら、職域部

分を除く保険料率で評価することが適当である。被用者年金の保険料水準をみると、現時

点では、共済年金の積立比率や報酬が高い等の要因で、 1階部分、 2階部分、職域部分を

除く部分すべてで、共済年金の保険料率が厚生年金を下回つている。今後、各制度の保険

料率は段階的に引き上げられるが、金制度が最終保険料率に到達 した 2030年度以降におい

ても、制度間で以下のような差が生 じている。職域部分を除 く保険料率は、将来において、

共済年金間の差はほばなくなるものの、厚生年金 と共済年金の間の差は残る見込みである。

制度間の公平性については、保険料率を計算する際に用いられた諸前提や制度間の積立

比率の違い等も考慮に入れて判断する必要があり、今後 とも引き続き検証 してい くことが

‐
6‐



重要である。

・ 職域部分を除く保険料率は、前回の財政再計算時より厚生年金 と共済年金の間の差

が縮小 しているものの、今回の財政検証 0財政再計算でも、将来において、厚生年金

に比べ共済年金で 1ポイン ト程度低 くなる見込みである。
・ 1階部分の負担は、基礎年金制度の下、「定額給付 。定額拠出」 となつているが、

この負担を各制度において料率換算 した場合には制度間で差が生 じてお り、1階部分

の保険料率は厚生年金に比べ共済年金で低 くなっている。
・ 2階部分の保険料率は、前回の財政再計算時には各制度 ともほぼ同程度であつたが、

今回の財政検証 0財政再計算では、将来において、共済年金に比べ厚生年金で低 くな

る見込みである。

(3)今 後の公的年金各制度の財政検証・財政再計算の際の要留意・検討項目

○ 国民年金の財政の詳細な分析

今回の財政検証・財政再計算では、報酬比例部分より基礎年金部分についてのマクロ経

済スライ ドによる調整期間が長 くなっている。このことは基礎年金水準についての議論に

つながるものであり、重要な論点 となる可能性がある。また、国民年金の保険料納付率は、

今回の財政検証の見込みと最近の実績 との間で乖離が見 られてお り、今後、保険料の未納

状況が年金財政に与える影響について、より詳細に分析 していくことが必要である。

○ 共済年金における被保険者数の見通 し
.

共済年金における 2階部分の保険料率が将来厚生年金を上回ることとなるのは、共済年

金における被保険者数の見通 しが大きく減少 していることが大きな要因と考えられる。私

学共済においては、実績は増加傾向を示 してお り、また国共済、地共済においては人口が

減少 しても一定数必要 と考えられる職種の被保険者が存在することを考えると、将来、今

回の仮定よりも被保険者数が多 くなる可能性があるも今回の財政見通 しは、被保険者数が

大きく減少 しても収支が均衡することが示 されているとい う意味では、保守的な仮定の下

で行われている。今後、被保険者数が今回の仮定よりも多 くなる前提に基づいた試算も示

していく必要がある。

○ 経済変動の影響の計測

現在の財政検証・財政再計算は、長期的な経済前提について一定の数値で見込むことと

しているが、実際の経済においては、景気の変動がないとい うことは考えられない。公的

年金制度の財政に大きな影響を与えているマクロ経済スライ ドは、物価や賃金が下落する

局面では働かないこととなるため、今後、景気変動によリマクロ経済スライ ドが働かない

時期の存在 も考慮 した財政検証・財政再計算を行つていく必要がある。

○ 確率的将来見通 し

前提の変更の一つの方法 として、確率的将来見通 し(Stochastic Projection)力 あ`る。

各基礎率について一定の確率分布をすると考え、その確率で実現するとした試算を数多く

行 うことにより、当該制度の財政状況の将来のあり得る可能性 (確率)を計算するもので

ある。 どの基礎率について、どのような分布を設定するか、複数の基礎率間の整合性をど

うするかなどの問題があるが、ある程度の割切 りをした上でも、この確率的将来見通 しを

作成 していくことは、年金制度の安定性をより詳細に検討するために必要 となつていくと

考えられる。また、マクロ経済スライ ドが働かない状況を考慮に入れた財政見通 しを作成

する上でも有効な手法 とな り得ることから、今後の検討が望まれる。
‐
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(参考 1)厚 生年金の財政見通 し
前提 : 基本ケース (出生中位・死亡中位―経済中位 )

《参考事項》 長期の経済前経     マクロ経済スライドコ菫期間     最終的な所得代替率  501 %
物価上昇率 :  1 0%  調整開始年度   2012年 度   (終 了年度時点)

賃金上昇率 :  2 5%   調整終7年 度  2038年度  最終保険ll率     183 %
運用利回り:  4 1%

(注 2)「 21年度価格」とは、賃金上昇率により 平成21(2009)年 度の価格に墨算したものである.

(注 3)厚生年金基金の代行部分を含む、厚生年金全体の財政見通してある.

(注 4)収入 支出間で相殺される基礎年全交ヽ金については、収入 支出両面から控除して財政見通しを作成している。

(参考 2)国 共済十地共済の財政見通 し

前提 : 基本ケース (財政再計算結果 )

《参考事項》      前提      長期の経済前提          マクロ経済スライ ド調整期間

出生 : 中位 ケース   物価上昇率 :  1 0・.       闘整開始年度   P012年 度   最終的な所得代琴率     ・ .

死亡 : 中位 ケース   賃金上昇率 :  2 5%       調整終了年度   2038年 度   (終 了年度時点 )

経済 : 中位 ケース   運用¬1回 り :  4 1・・                       最終保険●I率      198 %

年度
(西鷹 )

保険料率

収 入

岐却
末

金

度

立
年
積

年度末
積立金 fFf立度合 積立比率

標準IIn酬

総額

収入合計
保険料
収入

国蔵 公

経済負担
違月収ス ］縦

響 朧
支出合計 給付費

基藤年金
拠出金 枷期

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

16 038

17 828

18 3

18 3

18 3

18 3

183
18 3

18 3

18 3

183
183
18 3

18 3

183
18 3

18 3

183
183

35C
44 8

53 3

59 5

66 1

72 3

78 5

84 5

90 4

96 1

101 2

105 7

109 6

113 1

116 7

120 3

123 9

127 1

129 9

132 4

兆円

24 7

31 7

36 9

40 8

44 5

47 0

49 1

51 5

54 1

57 0

59 8

62 5

65 2

68 5

72 4

76 7

81 2

85 8

90 7

96 2

ソ
`「74

9 `

10 4

11 :

12〔

14 [

16 (

17`
18 `

20 :

21 '

22 C

23 C

25 (

26 1

27 4

28 C

30 4

兆円

25
41
68
86
111
140
16 5

18 6

20 2

21 6

22 5

229
22 6

21 7

20 3

18 7

166
13 9

103
58

ソ
`「

回
,`円

04
02
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00

00

ノ
`“

36 ?

42 C

45 7

48 6

52 0

58 6

67 3

75 4

82 9

90 3

97 6

105 4

1128

1189

1242

129 6

135 6

142 4

149 8

157 5

兆

３

６

■

９

■

Ｃ

ｒ

ａ

Ｏ

，

９

４

９

３

６

９

，

７

２

ａ

13.5

16 3

18 1

19 2

20 5

22 4

25 5

28 9

31 9

34 8

37 6

40 6

43 4

45 8

47 8

49 9

52 3

54 9

57 8

60 8

兆

01

0

0

0

0

0

0

0

01

△ 17
21
76

10 9

138
138
11 2

92
75
57
36
03

△33
△58
△75
△93

△11 7

△153
△199
△251

兆再

142 6

144 2

172 5

219 9

284 2

354 8

417 1

466 6

507 7

539 7

562 5

570 9

561 3

536 8

502 5

459 8

406 4

337 4

247 2

132 4

141 1

132 6

140 (

158 ξ

181 C

199 7

207 5

205 2

197 3

185 4

170 8

153 2

133 1

112 5

93 1

75 3

58 8

43 2

28 Ю

132

りじ
「

155 て

179 9

201 4

223 1

243 C

256 7

268 6

281 3

295 ?

311 6

327 C

341 3

356 4

374 4

395 G

419 1

443 6

468 7

495 S

525 6

年度
(西摩 )

保険料卒 帳誹
末
金

度

立

年

積
麻
蛤
椰妙

年

積

い
積立度合 積立比率

標 準筆副

総額

(総報酬 )収入合計
保険料
収入

公
担

庫
済

日
経

追加費用 運用収入
基礎年金
交付金

その他
収入

支出合計 給付費 轟嘩
辟 師

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2066

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

15 508

17 278

19 048

198
198
198
198
198
19 8

19 8

19 8

19 8

198
198
19 8

198
19 8

19 8

19 8

億円

78′ 128

86.690

99,466

114,908

123,3o5

151,190

168,123

175,359

193.556

197,863

200,878

202.568

203,406

4・03 633

剛
０２４
４９３
９９０
２６２
８３６
５０５
瑚
蟻
８３０
６４２
６６８
９２‐
９３８
魏
３２５
７９５
２‐８
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２２８
¨
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７８，
眩
８６，
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‐０２
‐０７
】
‐２．
‐２７
理
‐４．
‐４９
¨

信
「

8.63(

9,65〔

10,352

10,88C

ll,62[

12,878

14,540

16,35C

18,003

19,66C

21,2SC

22,978

24,47C

25,729

26,838

27,998

29,334

30,821

32,385

億
「

15,267

10,811

7,882

5′ 124

2,743

1,178

382

95

23

7

2

0

0

0

C

O

億 円

8,417

13,303

19,932

22,773

26,488

30,671

34,715

38,532

42,332

45,700

48,203

49,461

49,271

47,802

45,393

42,069

37,326

30,671

21,793

3,78Ю

2,428

582

216

24

8

2

1

0

0

0

0

億 P イロPI

79,806

86,049

88,245

90,87Ю

95,189

113,190

122,869

132,916

158,397

172,723

197,825

207,548

228.936

241,056

億円

62.543

66,726

67,465

68,976

71,744

76,324

83′ 824

89,859

96.596

115,733

126,606

153,720

170,121

179,273

17,005

19,101

20,544

21,645

23,177

25,718

29,069

32,704

36,004

39,118

42,498

45,955

51,459

53,676

65,996

58,668

61,641

64,77:

258

222

23(

25C

268

28`

161

11(

11'

12(

13〔

144

151

15〔

16[

171

11

(

2

1

(

(

△1,67:

641

11,221

16,751

19,719

20,979

19,041

19,104

18,274

14,96〔

9,72で

2,637

△4,38C

△9,91(

厖円

470,958

465,638

501,689

575,17Ю

669,123

773,855

873,502

968,521

914,694

743,821

517 083

465,818

427.872

408,949

414,392

426.090

435,547

434,531

393,221

365,657

248,300

132,385

95,151

58,464

62
56
56
62
68
74
76
77
79
78
75
7 1

66
60
55
49
41
32
22

7

7

7

8

8

8

0

9

8

6

6

5

4

2

億
「

275,10C

296,586

319.538

347,200

375,611

399,378

420,01C

442,42C

461,95C

481,334

501,82E

523,484

549,037

581,82E

617,198

650′ 164

682,919

717,924

759 50'
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(参考 3)私 学共済の財政見通 し
前提 :基本ケース (財政再計算結果 )

《参考事項》      前提      長期の経済前提     マクロ経済スライ ド調整期間

出生 : 中位 ケース   物価 上昇率 1  1 0・・   調整 F・n始 年度   2012年度   最終的な所得代寄率  479 %
死亡 i  中位 タース   賃金上昇率 :  2 5%   調整終了年度   Oo38年 度   (終 了年度時点)

経済 : 中位 ケース   運用
‐
●l回 り :  4 1%                   最終掛金率      194 %

(参考 4)国 民年金の財政見通 し

前提 : 基本ケース (出 生中位・ 死亡中位 ―経済中位 )

《参考事項》      前提           長期の経済前掟          マ クロ経済スライ ド調整期間

出生 :  中位 ケース       物価上昇率 :  1 0%       調整開始年度   2012年 度

死亡 : 中llケース       賃金上昇率 1  2 5%       蒻菫終了年度   2038年 度

経済 : 中位 タース       運用利回 り : 4 1%

年度
(西膚 )

樹金率

収

収支
差弓l残

年度末
積立金

年度末
積立金 績立度合 積立比率

標 準 報酬

総 額

(総黎酬 )収入合1+
保険料

収入
口庫負担 運用収入

基礎年金
交付全

その他
収入

支出合計 給付費 義睡
守 麗

12 584

14 354

16 124

17 894

19 4

19 4

194
194
194
19 4

194
194
194
19 4

194
19 4

19 4

19 4

19 4

`子

「
5, 137

6,68で

8,579

10,054

11,561

12,723

13,968

15,147

16,167

16,904

17,426

17,87C

18,324

18,786

19,215

19,553

19,7911

19,970

20 137

億円

3,494

4,508

5,598

6,546

?,310

7,582

7,918

8,287

8,684

9,059

9,409

9,834

10,380

11,013

11,666

12,292

12,911

13,599

14.429

億円

897

1,034

1,111

1, 100

1,097

1,323

1,497

1,678

1,835

1,979

2,136

2,284

2,407

2,513

2,618

2,736

2,877

3.038

億
「
619

1,070

1,834

2,393

3,149

4,727

5,362

5,805

6,ll10

6,037

5,901

5,660

5,366

5,035

4,643

4,143

3,493

2 671

剛
‐２６
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３６
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６
２
１
０
０
０
０
０
０
０

0

億 円

0

億円

4,781

5,732

6,284

6,745

7,492

8,729

12,409

14,547

16,441

17,734

18,865

19,686

20,334

20,982

21,734

22,621

23,625

24,682

2,913

3,305

3.69C

4,209

5,009

7,505

9,155

10,970

12,564

13,774

14,594

15,118

15,520

15,955

16.498

17,148

17,870

18 606

2,037

2,201

2,188

2,188

2,346

2,645

2,995

3,356

3,671

3,959

4,271

4,568

4,814

5,027

5,237

5,473

5,755

6,075

耐
螂
珈
翻
３４８
２９５
２８０
２８６
２５９
２２‐
２０６
１
１
１
０
０
０
０
０
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ハ

116

39C

388

348

295

280

286

億円

356

954

2,294

3,309

4,069

3,994

3,533

2,738

1,620

463

△308

△995

△1,362

△1.548

△1,768

△2,182

△2,801

△3,655

△4544

億円

34,864

37,906

46,796

61,220

80,409

134.824

145,287

149,811

146,378

132.790

124,446

114,462

101,699

85,122

64,201

34,484

34,831

38.14C

44,107

51,204

56,664

59,406

59,279

56,460

51,457

45,571

39,277

33,248

27.835

23,056

18,743

14,719

10,889

7,259

74
65
71
8 6

102
11 1

106
99
91
85
78
72

60
54
46
38
28

９

８

８

０

１

２

２

２

１

０

９

８

＆

７

６
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28,026
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36,860
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39,315
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42,975
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46,967
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53,836

60,502

63,742

66,951

70,530

74,842
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保険料 収支

差引残

年度来

積立金

年度末

積立金 積立度合 積立比専
文入合計

保険料
収入

国庫 公

経済食担
運用収入 基礎年金

交付金
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基礎年全
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(注 1)保 険料月額 |ま 国民年全法第 874年 3項に観定 されている保険料の額 (平成16年 度価格)を示している.

(注 2)「 積立度合,と は、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍卒である.

(注 3)r21年度価格Jと は、賃金上昇率により、平た 1(,009)年 度の価格に曇算したものである。
(注 4)収入 支出間で相殺される基礎年全交付金については、収入 支出両面から控除して財政見通しを作成している。
(注 5)「基礎年全拠出金Jは 基礎年金給付に係る特別国庫負担分を含む
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